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第１ はじめに 

 

平成２４年１０月、高知県内の国土交通省の事務所における入札談合等関与行為に

対する公正取引委員会からの改善措置要求とともに、省全体としての改善措置を求め

る要請を受けたことを踏まえ、国土交通省では、平成２５年３月に「高知県内における

入札談合事案に関する調査報告書」（以下「調査報告書」という。）をとりまとめ、再発

防止対策を講じた。 

上記調査報告書では、再発防止対策の一つとして、「談合情報対応マニュアル等に沿

って提供された情報や事務所ごとの落札率、応礼状況等の分析により、毎年度、一定の

事務所を抽出して、再発防止対策の実効性の検証を行う観点から、本省主導による抜き

打ちの特別監察を実施する」ものとしている。 

このため、平成２５年度以降、地方整備局の事務所及び北海道開発局の開発建設部

（以下「事務所等」という。）等を対象とし、入札談合等関与行為の再発防止対策の実

効性の検証を行う観点から、再発防止対策の実施状況を点検し、問題点の把握及び改善

の動機付けを行うことを目的とした特別監察を実施している。 

 

（参考） 

「高知県内における入札談合事案に関する調査報告書」における再発防止対策（概要） 

１．コンプライアンス推進の強化 

（１） 地方整備局ごとにコンプライアンス推進本部を設置 

（２） コンプライアンス・アドバイザリー委員会の設置 

（３） 違法性の認識に関する研修の徹底 

  ・ 研修において十分に認識させるべき内容（懲戒処分等）や、グループ討議方式等

の手法の積極的な採用 

・ 国土交通大学校の研修との有機的な連携や、一人の職員が繰り返し倫理研修を受

けるような体制の構築 

（４） 意識改革に向けた取組 

  ・ 事業者との接触ルールの明確化・徹底等を通じた抜本的な意識改革 

・ 事務所副所長室の可視化、大部屋化の実施やオープンな接客室の設置等 

（５） 不当な働きかけに対する報告の徹底 

（６） 地方整備局幹部への任用前における適格性の厳正な評価 

２．入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底 

（１） 予定価格作成時期の後倒し等不正が発生しにくい制度への見直し 

  ・ 予定価格作成時期の後倒し及び入札書と技術提案書の同時提出 

  ・ 積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保 

  ・ 技術提案書における事業者名のマスキングの必要性の検証 
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（２） 総合評価落札方式における評価の厳正な運用 

（３） 情報管理の徹底 

  ・ 機密情報に関する管理方法及び管理責任者の明確化・ルール化 

  ・ 機密情報を電子データとして保管する場合における情報管理の徹底 

３．ペナルティの強化 

（１） 談合業者のうち首謀者に対する違約金の引き上げ 

（２） 誓約書の提出者に対する措置の強化 

４．再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証 

（１） コンプライアンス推進本部によるモニタリング等 

（２） 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開の強化 

・ 一般土木工事又は港湾土木工事の落札率（月平均・年平均）の公表 

・ 一般土木工事又は港湾土木工事の事業者別年間受注額・受注割合の公表 

（３） 抜き打ち本省特別監察の実施 

（４） 談合疑義案件に対する厳正な対応 

５．再就職の自粛要請 

６．再発防止対策の周知 
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第２ 監察事項等及び対象機関 

 

平成２７年度監察基本計画に基づき、以下により監察を実施した。 

 

Ⅰ．監察事項等 

 

１．監察事項 

 

入札談合等関与行為の再発防止対策の実効性の検証 

 

２．重点項目 

 

平成２７年度の特別監察は、事務所等に対しては、再発防止対策に係る事務所等の取組

として、平成２５・２６年度に引き続き、特に以下の４項目に重点を置いて実施した。 

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚の取組 

（２）事業者・ＯＢとの接触・対応 

（３）機密情報管理の徹底 

（４）応札・落札状況の分析 

また、地方整備局及び北海道開発局（以下「地方整備局等」という。）の本局（以下単

に「本局」という。）に対しては、上記に関連する本局の取組として、特に以下の２項目

に重点を置いて実施した。 

（１）入札監視委員会の運営状況 

（２）本局から事務所等への指導・助言状況等 

 

Ⅱ．対象機関 

 

地方整備局等において抽出した事務所等及び本局 
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第３ 対象機関ごとの担当監察官及び現地監察実施期間 

 

対象機関 担当監察官 実施期間 

北陸地方整備局 

松本砂防事務所 

総括監察官 小滝  晃 

監察官   榊原 佳広 

監察官   笠置 泰平 

平成２７年１０月２８日及び 

     １０月２９日 

東北地方整備局 

新庄河川事務所 

総括監察官 小滝  晃 

上席監察官 宮﨑 正徳 

監察官   榊原 佳広 

監察官   笠置 泰平 

平成２７年１２月２日及び 

     １２月３日 

北海道開発局 

小樽開発建設部 

総括監察官 小滝  晃 

上席監察官 宮﨑 正徳 

監察官   笠置 泰平 

監察官   山田 博継 

平成２７年１２月１０日及び 

     １２月１１日 

関東地方整備局 

高崎河川国道事務所 

総括監察官 小滝  晃 

上席監察官 宮﨑 正徳 

監察官   笠置 泰平 

監察官   鈴木 啓介 

監察官   堀崎 真一 

平成２８年 １月１４日及び 

      １月１５日 

中部地方整備局 

沼津河川国道事務所 

清水港湾事務所 

総括監察官 小滝  晃 

上席監察官 宮﨑 正徳 

監察官   堀崎 真一 

監察官   笠置 泰平 

監察官   石井 一博 

平成２８年 １月２７日から 

      １月２９日まで 

近畿地方整備局 

紀南河川国道事務所 

総括監察官 小滝  晃 

上席監察官 宮﨑 正徳 

監察官   堀崎 真一 

監察官   笠置 泰平 

平成２８年 ２月 ９日及び 

      ２月１０日 

中国地方整備局 

浜田河川国道事務所 

総括監察官 小滝  晃 

監察官   山田 博継 

監察官   鈴木 啓介 

監察官   笠置 泰平 

平成２８年 ２月２４日から 

      ２月２６日まで 
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第４ 監察結果 

 

Ⅰ．報告（概要） 

 

対象機関における監察の結果（別添）の概要は、以下のとおりである。 

 

１．事務所等の取組状況 

 

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚の取組 

 

① 調査報告書における主な再発防止対策 

 ○ 違法性の認識に関する研修の内容について、入札談合等関与行為が発覚しないこ

とはあり得ないこと及び入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害

賠償請求、刑事処罰等がなされることを十分に認識させるものとする。 

○ 上記研修の手法について、グループ討議方式、ｅ－ラーニングによるポイント学習

方式、理解度テストの活用等を積極的に採り入れる。 

○ 一人の職員が繰り返し倫理研修を受けるような体制を作る。          

 

② 事務所等の取組状況 

監察の結果、全ての事務所等において、違法性の認識に関する研修の内容は上記各事

項を十分に認識させるものとなっており、その手法についても、特にグループ討議方式

及びｅ－ラーニングによるポイント学習方式の活用が積極的に採り入れられていた。 

また、全ての事務所等において、研修等の内容の創意工夫を凝らすなどして研修等の

マンネリ化対策が講じられていたが、それでも、一部の職員からは「同じようなメニュ

ーになりがちである。」などの意見があるとのことであった。 

 

（２）事業者・ＯＢとの接触・対応 

 

① 調査報告書における主な再発防止対策 

○ 意識改革に向けた取組 

・ 事業者との接触ルールを明確化・徹底する。 

・ 事務所副所長室の可視化、大部屋化等を行うとともに、事業者との対応は、執務

室の外にオープンな接客室を設けて、外からも容易に見えるようにする。            

○ 不当な働きかけに対する報告の徹底 

・ 入札契約に関する業務について事業者等から不当な働きかけを受けた場合には、

毅然と対応するとともに、その内容の記録、直属の上司及び本局の局長への報告を
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義務付ける。                                  

 

② 事務所等の取組状況 

監察の結果、全ての事務所等において、事業者等との接触ルールが発注者綱紀保持規

程などによって明確化され、事業者等とのオープンな場所で複数の職員による対応に

向けた取組が進められていた。 

また、全ての事務所等において、地方整備局の事務所副所長及び北海道開発局の開発

建設部次長（以下「副所長等」という。）室の可視化・大部屋化等が実施されていたが、

副所長等室の相部屋化を実施する際に、職員からの相談対応等を理由として、他の副所

長等から入室者が視認できないようにするなど一部改善すべき取組が見られた。 

さらに、全ての事務所等において、不当な働きかけに対する対応が発注者綱紀保持

規程によって義務付けられていた。なお、実際に不当な働きかけを受けたという事案

はなかった。 

 

（３）機密情報管理の徹底 

 

① 調査報告書における主な再発防止対策 

○ 予定価格の作成を入札書の提出後に行う。 

○ 入札書と技術提案書を同時に提出させる。 

○ 積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保する。 

○ 技術提案書における事業者名のマスキングの必要性について過度な事務負担とな

っていないか検証する。 

○ 機密情報に関する管理方法及び管理責任者について明確化・ルール化を行う。 

○ 機密情報を電子データとして保管する場合にはアクセス制限、パスワード管理等

技術的セキュリティの強化を図るなどする。 

 

② 事務所等の取組状況 

  監察の結果、全ての事務所等において、予定価格作成時期の後倒し、入札書と技術資

料の同時提出、及び積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保が行われていた。 

また、全ての事務所等において、技術資料における事業者名のマスキングが徹底され

ていたが、一部の事務所等においては、職員の負担軽減を図る観点から不要とされてい

るマスキングについても、事務処理上の混乱を避けることを目的として実施していた。 

さらに、全ての事務所等において、予定価格、調査基準価格などの機密情報に関する

管理方法及び管理責任者について発注者綱紀保持規程などによって明確化・ルール化

されるとともに、機密情報を電子データとして保管する場合には、当該データの保存先

フォルダにアクセス制限を設定するなど技術的セキュリティの強化が図られていた。 
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加えて、調査報告書における再発防止対策に係る取組ではないが、全ての事務所等に

おいて、発注者支援業務の委託先における情報流出対策を進めていた。具体的には、一

部の事務所等においては、特記仕様書等に行政情報の管理体制に関する方策について

具体的に記載するとともに当該情報流出対策の履行確認を徹底したり、積算技術業務

及び技術審査業務の両業務を同一の会社が受注した場合であっても、業務実施場所の

分離、業務実施室の施錠や管理技術者・担当技術者以外の立入禁止等について業務計画

書等に記載させるなど、結果的に同一の技術者が両業務を兼務する状態が未然に回避

されるような取組を行っていた。 

 

（４）応札・落札状況の分析 

 

① 調査報告書における主な再発防止対策 

○ 事務所ごとに年間を通じた応札状況の傾向等についてホームページで公表するな

ど透明化・情報公開を強化する。 

・ 一般土木工事又は港湾土木工事の落札率（月平均・年平均）の公表 

・ 一般土木工事又は港湾土木工事の事業者別年間受注額・受注割合の公表 

 

② 事務所等の取組状況 

監察の結果、全ての事務所等において、一般土木工事又は港湾土木工事につき、月次

入札状況、入札結果データ、事務所ごとの平均落札率、事業者ごとの当初契約額・受注

割合等のデータがホームページ上に公開され、順次更新されていた。 

なお、調査報告書における再発防止対策に係る取組ではないが、全ての事務所等にお

いて、それぞれ、当該事務所等における一般土木工事又は港湾土木工事の応札・落札状

況を把握しており、その傾向を分析していた。また、全ての事務所等において、「談合

情報対応マニュアル」等に沿った対応をしていた。 

 

２．本局の取組状況 

 

（１）入札監視委員会の運営状況 

 

① 入札監視委員会の運営に関する主な通知内容 

 調査報告書における再発防止対策ではないが、入札・契約手続の適正化を図るため、

地方整備局における入札監視委員会の運営等について、主として以下の通知がなされ

ている。 

・「入札監視委員会の設置及び運営について」（平成１３年３月３０日国官会第１４３１

号、国官地第２７号） 
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・「入札監視委員会の運用上の留意点について」（平成１３年３月３０日国官地第３０

号、国官技第８１号、国営計第６７号） 

・「談合情報対応マニュアル等の改正について」（平成２２年９月３０日国地契第３１

号） 

  そして、以上の各通知においては、主として以下のとおり定められている。 

○ 委員の委嘱期間は概ね５年以内とすることが望ましい。 

○ 定例会議において審議の対象となる事案の抽出は、委員により事前に無作為の方

法で行う。 

○ 委員による審議は、抽出事案に係る競争参加資格の設定等が適切に行われている

かどうかを中心に行われるよう留意する。 

○ 公正入札調査委員会事務局は、「入札談合に関する情報」及び「入札談合に関する

疑義事実」の内容等について、入札監視委員会の定例会議へ報告する。         

 

② 本局の取組状況 

  監察の結果、全ての本局において、入札監視委員会の委員の委嘱期間が概ね５年以内

となっていたが、後任の委員が見つからないという理由で、委嘱期間が長期にわたって

いる例があった。 

また、全ての本局において、入札監視委員会の定例会議における審議の対象となる事

案が委員による事前の無作為の方法によって抽出されていた。 

さらに、全ての本局において、入札監視委員会の定例会議で、審議の対象となる事案

に係る競争参加資格の設定等が適切に行われているかどうかという点が審議され、管

内における「入札談合に関する情報」及び「入札談合に関する疑義事実」の各内容等が

全件報告されるとともに、審議の中で委員の指摘等を受けた場合には改善等を行うな

どの対応がなされていた。 

 

（２）本局から事務所等への指導・助言状況等 

 

① 調査報告書における主な再発防止対策 

○ コンプライアンス推進本部は、事務所所長が行うコンプライアンスの推進状況の

報告を受け、再発防止対策等の取組について検証・指導・改善を行う。 

 

② 本局の取組状況 

 監察の結果、全ての本局において、事務所等におけるコンプライアンスの推進状況に

ついて報告を受け、再発防止対策等の取組について検証・指導・改善を行っていた。特

に一部の本局においては、コンプライアンス研修用ＤＶＤ（本省作成）を活用したり、

管内において過去に生じた不祥事事案に関して職員へ情報共有したりするなどして、
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事務所等におけるコンプライアンス意識の醸成を図るよう指導していた。 

なお、調査報告書における再発防止対策に係る取組ではないが、一部の本局において

は、事務所等ごとの応札・落札状況を分析した上で、契約における競争性の確保や発注

者綱紀の一層の保持に努めるよう指導・助言していた。また、一部の本局においては、

発注者支援業務の委託先における情報管理の徹底や積算補助業務と技術審査業務とを

同一の会社が受注した場合における両業務の分離体制の確保の必要性を今後の課題で

あると認識した上で、共通仕様書で委託先に守秘義務を負わせるなど対策を行ってい

た。 
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Ⅱ．提示意見 

  

対象機関における監察の結果、必要と認める事項について提示する意見は、以下のとお

りである。 

 

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚の取組 

 

事務所等においては、今後とも、違法性の認識に関する研修の徹底の観点から、実際

に起きた具体的な事例に即して研修等を行うとともに、特に当該地方整備局等管内に

おいて過去に生じた不祥事事案（地方公共団体発注の工事を含む。）に関し、職員への

情報共有を行うべきである。 

また、事務所等においては、今後とも、コンプライアンス研修用ＤＶＤ「あなたとあ

なたの大切な人を守るコンプライアンス～入札談合等関与行為をなくすために～」（本

省作成、平成２６年３月）について、人事異動の機会など折に触れて視聴すること等に

より、醸成されたコンプライアンス意識が年月の経過とともに希薄にならないよう繰

り返し研修等を実施すべきである。 

さらに、本局においては、今後とも、研修等のマンネリ化防止の観点から、事務所等

に対して、研修の新たな題材提供をするなど必要な指導・助言をすべきである。 

 

（２）事業者・ＯＢとの接触・対応 

   

事務所等においては、今後とも、発注担当職員は、事業者等との応接に当たって、原

則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応するとともに、こ

れによることができない場合は事前に所属長等の承諾を得るなど、発注者綱紀保持規

程に定められた事業者等との応接方法の徹底を図るべきである。 

副所長等室の可視化・大部屋化等が実施されていない事務所等においては、早急に実

施するとともに、本局においては、実施状況を把握し、実施に向けた指導・助言を行う

べきである。なお、事務所等においては、副所長等室の相部屋化の実施に当たって、職

員からの相談対応等を理由として、他の副所長等から入室者が視認できないようにす

るべきではなく、胸の高さ以下のパーテーションを用いるなど入室者が視認できる環

境を確保したり、別室にて相談に応じたりする等の対応をすべきである。 

 

（３）機密情報管理の徹底 

 

① 予定価格作成時期の後倒し等の徹底 
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事務所等においては、今後とも、予定価格作成時期の後倒し及び入札書と技術提案

書の同時提出、積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保、並びに機密情報を

電子データとして保管する場合におけるアクセス制限等技術的セキュリティの強化を

図り、情報漏洩の防止に取り組むべきである。 

 

② マスキングの徹底 

事務所等においては、事業者名のマスキングについて、引き続き徹底する必要があ

る。ただし、職員の負担軽減を図る観点から、「高知県内の入札談合事案を踏まえた入

札契約手続の見直しの実施について」（平成２６年２月６日付国地契第６１号地方課長

外）の「記４ マスキングの徹底（２）」において、同時提出方式対象工事の競争参加

者から提出された技術資料、施工計画については、原則マスキングは不要とされてい

るので、適宜そうした事務処理方法の活用により職員の過度な事務負担とならないよ

う留意しながら、必要な資料についてのマスキングに遺漏なきよう努めることが望ま

しい。 

 

③ 発注者支援業務の委託先における情報管理の徹底 

 発注者支援業務について、積算技術業務、技術審査業務を民間委託している事務所

等においては、発注者支援業務共通仕様書の主旨に鑑み、特記仕様書及び業務計画書

に、㋐貸与資料の保管方法、㋑電子情報セキュリティ対策、㋒執務室のセキュリティ

対策、㋓作成資料の扱い・受渡しの方法、㋔関係者以外への情報流出の防止対策等、

行政情報の管理体制に関する方策について、具体的に記載をするよう努めるととも

に、その取組が確実に履行されていることの確認を徹底すべきである。 

 また、積算技術業務、技術審査業務を民間委託している事務所等において、この両

業務を同一の会社が受注しているケースが散見される。事務所等においては、こうし

た場合も想定し、共通仕様書に記載されている委託先の守秘義務の周知徹底、社員等

に対する情報流出防止対策の徹底等を図る必要がある。さらに、上記①の考え方に照

らすと、同一の会社が両業務を受注した場合であっても、同一人物が両方の業務の事

務に同時に関与しないようにすることが望ましいと考えられるが、業務実施場所の分

離、業務実施室の施錠や管理技術者・担当技術者以外の立入禁止及び情報システムの

パスワード管理等について業務計画書等に記載させること等を通じて、結果的に管理

技術者、担当技術者が両業務を兼務する状態が未然に回避されることが望ましい。 

 

（４）応札・落札状況の分析及び入札監視委員会の運営状況等 

 

① 応札・落札状況の分析結果に基づく契約における競争性確保や発注者綱紀保持 

高知県内における入札談合事案では、一般土木工事Ｃ等級に係る年平均落札率につ
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いて９５％を超える年が複数年継続していた。こうしたことを踏まえ、本局は、管内事

務所等の応札・落札状況を平素から継続的に分析することが望ましい。さらに、本局は、

その分析の結果、事務所等において、一般土木工事Ｃ等級及び港湾土木工事Ｂ等級につ

いて、㋐年平均落札率が高止まりしている、㋑落札率が上昇している、㋒「談合情報」

又は「談合疑義事実」がある、などの傾向がみられる場合には、当該事務所等に対して、

契約における競争性の確保や発注者綱紀の一層の保持に努めるよう、適宜、必要な指

導・助言を行うことが望ましい。 

他方で、事務所等においても、応札・落札状況を平素から継続的に分析し、その結果、

上記と同様の傾向がみられる場合には、等級区分や地域要件の拡大・施工実績要件の緩

和など契約における競争性の確保のために必要な措置を講じるとともに、発注者綱紀

の一層の保持に努めるべきである。 

 

② 入札監視委員会における審議の充実 

 地方整備局の本局及び開発建設部は、高知県内における入札談合事案では一般土木

工事Ｃ等級に係る年平均落札率について９５％を超える年が複数年継続していたこと

などを踏まえ、一般土木工事Ｃ等級及び港湾土木工事Ｂ等級について、管内事務所等ご

との年平均落札率の推移等の情報を活用するなど、今後とも、入札監視委員会の審議の

充実を図られたい。 
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Ⅲ．推奨事例 

 

対象機関における監察の結果、特に推奨する事例は、以下のとおりである。 

 

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚の取組 

 

○過去の不祥事事案に関する情報共有（北海道開発局小樽開発建設部） 

小樽開発建設部では、北海道開発局においてコンプライアンスの取組の原点と

なった不祥事やコンプライアンスの取組の必要性等について講習を行い、意識の

弛緩や取組の原点を風化させることのないよう、繰り返し職員の意識を高める取

組を継続していた。 

 

○コンプライアンス推進における部下職員の意識改革（北海道開発局小樽開発建設

部、中部地方整備局沼津河川国道事務所・清水港湾事務所） 

小樽開発建設部では、課長補佐・上席専門官等を、課長等管理者と部下職員の意思

疎通の橋渡し的立場として位置付け、風通しの良い職場づくりを進めており、コンプ

ライアンス推進についても次長（総務担当）が上席専門官等とコンプライアンスの各

種取組に係る意見交換を行うことにより、実効性のある職員の意識改革に努めてい

た。 

沼津河川国道事務所及び清水港湾事務所では、コンプライアンス・ミーティングの

実施に当たって、本局の指示により、指導者的立場である管理職員が参加せず、部下

職員のみによるミーティングを実施していた。これにより、部下職員が高い当事者意

識をもって、事前の理解や進め方の工夫を行うとともに、活発な意見交換等が行われ

るよう努めていた。 

 

○「関東地方整備局コンプライアンス週間」（関東地方整備局） 

関東地方整備局では、平成２７年度から新たに職員のコンプライアンス意識を更

に高めるための取組として、１１月１２日（木）～１１月１８日（水）までの１週間

を「関東地方整備局コンプライアンス週間」と定め、パソコン上における局長による

コンプライアンス遵守メッセージの表示、外部講師による講習会（外部講師の許可を

得て局内テレビを通じて定期的に配信）、コンプライアンス研修用ＤＶＤの映像配信

（局内テレビを通じて配信）などの取組を実施していた。 

 

○スマホ版コンプライアンス等携帯シート（近畿地方整備局） 

近畿地方整備局管内の事務所においては、独自にコンプライアンス情報を収集・整

理し、所内の会議や掲示板での情報提供を行っていた（事務所版コンプラ情報）。 
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また、同事務所では、発注者綱紀保持規程や国家公務員倫理規程の解説などコンプ

ライアンスに係る規定等をまとめた資料を作成するとともに、職員が必要に応じて、

スマートフォンで参照できるよう工夫していた（スマホ版コンプライアンス等携帯

シート）。 

さらに、近畿地方整備局では、一般監査で事務所の工夫や取組を推奨事例として他

の事務所に紹介をしており、平成２７年度の監査においてこれらの事例を管内の他

の事務所等に紹介していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

スマートフォン用に加工した 

コンプライアンス等携帯シート 
事務所版コンプラ情報 
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（２）事業者・ＯＢとの接触・対応 

 

○事業者等との応接方法に係る周知（関東地方整備局高崎河川国道事務所） 

  高崎河川国道事務所では、各執務室入口ドア付近に、「関東地方整備局における

発注事務に係る綱紀保持の取組みについて」及び「関東地方整備局における入札談

合案件に対する厳正な対応について」を掲示し、玄関ロビーに設置されたオープン

スペースでの対応等を徹底していた。 

また、入札閲覧コーナーに、国家公務員倫理審査会事務局が作成した「国民の皆

様の８つの疑問にお答えします－国家公務員倫理法、倫理規程について－」を掲示

し、事業者等への周知を図っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  玄関ロビーに設置されたオープンな打ち合わせスペース  

各執務室入口ドアの掲示 
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○事業者対応に係る講習修了証の掲示（中国地方整備局浜田河川国道事務所） 

浜田河川国道事務所では、暴力団の不当な要求への対応方法を習得することを目

的として県公安委員会が実施する「不当要求防止責任者講習」について、職員の受講

を推進するとともに、修了証を１階ロビーに掲示し、事業者等への周知を図っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階ロビーに掲示された講習修了証 

 

 

  

入札閲覧コーナーの「国民の皆様の８つの疑問にお答えします」の掲示 
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（３）機密情報管理の徹底 

 

○発注者支援業務の実施場所の分離（関東地方整備局） 

関東地方整備局の発注者支援業務では、全ての事務所において、積算技術業務に

ついては委託先の社内で作業させる方式、技術審査業務については庁舎内の独立し

た場所で作業させる方式を採用し、両業務の実施場所を離すことで、結果的に、分

離体制の確保を図っており、同一の会社が受注した場合であっても、同一人物が両

者の情報を知る可能性を排除していた。 

 

○受注会社内における情報管理体制の職員による現地確認（中部地方整備局沼津河川

国道事務所） 

沼津河川国道事務所の発注者支援業務では、積算補助業務と技術審査業務を同一

の会社が受注し、共に同社社屋の専用執務室で作業させていたが、両業務の各々の

執務室は離れた場所にある別々の建物内としていた。また業務計画書に詳細且つ具

体的に記載された行政情報管理体制の実施状況を確認するに当たっては、委託先か

らの報告書や写真確認のみでなく、担当職員が委託先の執務室に赴いて確認するこ

とにより、履行確認を徹底していた。 
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（４）応札・落札状況の分析 

 

○地方整備局における応札・落札状況の分析（近畿地方整備局） 

  近畿地方整備局では、契約課が、四半期ごとに、一般土木工事Ｃ等級（直近５年

度分）について、①事務所別平均落札率の推移をまとめた折れ線グラフ、②事務所

別に平均落札率、平均入札者数及び工事件数をまとめた一覧表等を作成し、年１回、

その内容をコンプライアンス推進本部へ報告していた。 

  

 

 

 

  

①事務所別平均落札率

の推移をまとめた折れ

線グラフ 

②事務所別に平均落札

率、平均入札者数及び

工事件数をまとめた一

覧表 
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（別添）対象機関における監察の結果 

１．事務所等の取組状況 

（１）研修等コンプライアンス意識の高揚の取組 

 

（北海道開発局小樽開発建設部） 

・ 開発建設部におけるコンプライアンス意識の高揚について、開発建設部長は、

「北海道開発局コンプライアンス推進計画は、『法令遵守から社会的使命の達成

へ』と力点がシフトしている。この社会的使命の達成のためには、小樽開発建設

部は、どんな仕事【内容】をしていて、それを何のために【目的】行っているの

かということを、組織全体で共有し、職員一人ひとりが自覚するということが大

切である。 

また、職員がいろいろな場面で地域（自治体等）からの声に直接触れる機会を

広げ、感謝や期待を組織でしっかり受け止め、共有することが、ますます必要で

ある。 

そのためには、職員同士が日頃から情報共有と意思疎通を行い、様々な形でコ

ミュニケーションを図ることが基本であると考えている。小樽開発建設部職員

として何ができるかを意識しながら、風通しの良い職場環境づくりが大切とい

うことを心がけて取り組んでいる。」とのことであった。 

・ 小樽開発建設部は、入札談合等関与行為防止法の認識を高める取組として、次

により、「コンプライアンス講習」をはじめとした、コンプライアンスに関する

職員教育の機会を設けているとのことであった。 

[コンプライアンス講習] 

 本局では、服務・倫理・発注者綱紀保持に関する法令知識を付与するため、管

理者層を対象としたコンプライアンス講習に関する説明会を年１回開催してい

る。本局において１０月に開催された上記の説明会には、次長（総務）、総務課

長及び事務所副所長又は総務課長等が参加し、小樽開発建設部においては、説明

会の受講者が講師となり課所長（本部課室長及び事務所・事業所長）に説明し、

課所長が「職場内ミーティング」の場を活用するなどして部下職員に講習を行っ

ている。 

さらに、講習後ｅ－ラーニング（①服務、②倫理、③発注者綱紀保持）を実施

し、正答率の低かった問題と解説を職場にフィードバックし理解度を高める工

夫をしているとのことであった。 

[その他] 

 小樽開発建設部では、コンプライアンス通信、コンプライアンス携帯カード、

コンプライアンス・ハンドブック等を活用した「職場内ミーティング」を平成２

６年度においては延べ３７９回、延べ人数４０００人の職員が参加して実施し
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ている。なお、「職場内ミーティング」でコンプライアンス関係が取り上げられ

た割合は６５％である。さらに、服務・倫理・発注者綱紀保持に関するｅ－ラー

ニングを本局の指導の下で実施している。 

・ 当該講習の内容は、職員に入札談合事案の具体的事例を示し、入札談合に関与

した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等がなされること

を十分に認識させるものになっていた。 

・ 平成２７年度北海道開発局コンプライアンス推進計画に掲げられた「課長補佐

及び上席専門官等の役割」について、次長（総務）が上席専門官等を集め、上司

と部下の橋渡しになってもらうとの意識改革を図っていた。 

・ 本局による研修等のアンケートでは、ほぼ全ての職員が、職務内外を問わず、

「法令遵守に対する意識が身についていると思う」と回答し、９２％の職員が「法

令遵守が実践される組織風土になっていると思う」と回答しており、これまで６

年間の取組により、法令遵守に対する意識は大きく向上し、組織風土に根付いて

いることが伺われる。 

・ 小樽開発建設部の講習については、本局が作成している資料を教材とし、「職

場内ミーティング」の場を利用するなどして実施しており、業務への支障は特段

生じていないとのことであった。 

 

（東北地方整備局新庄河川事務所） 

・ 事務所長は、「コンプライアンスについては、職員一人ひとりに対する意識付

けと、過去の事案を風化させないようにする取組が必要と認識している。コンプ

ライアンス違反は国民に対する『信用失墜行為』であるとの認識のもと、コンプ

ライアンスを向上させ国交省としての使命を果たすべく、幹部朝会などの場で、

コンプライアンス違反をした場合の影響（四国地整の高知事案や新聞等で報道さ

れる不正事案）などについて繰り返し周知している。なお、日頃から職員に対し

コンプライアンスの徹底について、さまざまな機会を通じて注意喚起と啓発に努

めていることはもちろん、意思疎通が速やかに行えるよう『報・連・相』や情報

共有の徹底、風通しの良い職場環境づくりに努めている。また、発注者としての

透明性、公平かつ公正な技術評価や競争参加資格審査を行うとともに、競争性が

確保できるよう業者の競争参加状況等から必要に応じて参加要件を見直すなど、

競争性・透明性の確保を図っている。」とのことであった。                             

・ 新庄河川事務所は、コンプライアンス・ミーティングを年３回（全職員２回、

幹部１回。各回１時間程度）、事務所における綱紀粛正対策委員会（幹部クラス）

を年２回、事務係長会議を年２回、幹部朝会を週１回というという頻度で行って

いる。その取組を通じて、職員に対し、入札談合等関与行為が発覚しないことは

あり得ないこと及び入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠
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償請求、刑事処罰等がなされることを十分に認識させていた。 

・ またその取組に際しては、例えば、経理課長がコンプライアンスインストラク

ターに任命されたことに伴い、同課長が各出張所のコンプライアンス・ミーティ

ングに出席して解説を詳細に説明するなどの指導・アドバイスをしているほか、

事務係長会議においても設問を設けグループ討議を行うなど、各自が考える力を

養えるようテーマ事例をめぐる工夫をしているとのことであった。 

・ さらに、研修等のマンネリ化については、創意工夫をしているものの、同じ内

容であったとしても繰り返して継続することが大切だと考えているとのことで

あった。 

・ 新庄河川事務所における研修等では、職員から、「コンプライアンス・ミーティ

ングのテーマのような事例が、いつ起きるかわからないため、発注事務に関する

コンプライアンス・マニュアルの内容をよく把握し、常日頃から適切な対応が取

れるようにすることが必要である。」という意見があったとのことであった。 

 

（関東地方整備局高崎河川国道事務所） 

・ 事務所長は、コンプライアンスについては、職員一人ひとりに対する意識付け

が大切であり、そのために必要となる研修等を継続的に実施していく事が重要で

あると考え、本局等が主催する研修のほか、事務所では、「平成２７年度高崎河川

国道事務所コンプライアンス推進計画」に則り、外部講師によるコンプライアン

ス講習会やコンプライアンス・ミーティングを定期的に開催しているとのことで

あった。また、組織のトップである所長自身が率先して意識改革に取り組むとと

もに、職員には、公務員として見られているという意識を持つことがコンプライ

アンスの最も基本的な意識であるということを幹部会等の場を通じて伝えてい

るとのことであった。 

これらの取組を継続的に推進していくに当たり、職員の「やらされ感」や「マ

ンネリ感」を防ぐための工夫として、コンプライアンスのみならず、他の目的と

組み合わせて行っていくことも効果的な手法と考え、自分が今まで経験していな

い業務を体験してもらうなど取り組んでいた。 

また、職場環境の整備という面では、不祥事の発生・拡大の抑制効果のみなら

ず通常業務における一般的な危機対処能力の向上につながるものとして、普段よ

り事務所長自身が職員とのコミュニケーションを大切にし、毎朝設けている決裁

タイム等を活用した職員の変化に対する「早期の気付き」や、風通しをよくする

環境づくり（上司（・先輩）が部下（・後輩）からの相談を、より受けやすくす

る環境づくりなど）に取り組んでいた。 

また、コンプライアンスの取組を進めることによって、職員が職務に対する意

識を萎縮させないように、職員が自信と誇りをもって国土交通省としての使命を
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果たすべく業務に取組める環境作りも必要であると考え、事務所長に届く地元の

感謝の声等を職員に伝えるように取り組んでいた。 

・ 高崎河川国道事務所は、コンプライアンス講習会を年３回、コンプライアンス・

ミーティングを年４回（高崎河川国道事務所コンプライアンス推進本部及び各

課・出張所等所属単位で実施）という頻度で行っていた。上記講習会、ミーティ

ング又は国土交通大学校、関東地方整備局主催の研修におけるコンプライアン

スに関する講義のいずれかに、全職員が四半期ごと１回以上の参加を徹底して

いた。 

また、「公務員の不祥事等について」（毎月本局より送信）及びコンプライアン

スメール（随時本局より送信）等を活用し、高崎河川国道事務所コンプライアン

ス推進本部等を通じて、より具体的な事案を題材とするとともに、副所長（事務

担当）が各事案の補足説明を行いながら、注意（対処）すべき点などを説明し、

各所属長を通じて各職員に周知していたほか、これまでメール配信していた資

料についても、幹部会等を通じてその内容や注意点について説明するなど、職員

がより理解しやすいものとなるよう努めていた。 

これら研修等の内容は、単に違法性に対する職員の意識の欠如（希薄性）だけ

では無く、管理監督者のマネジメント能力・危機意識の低さ及び管理監督者と職

員のコミュニケーション不足などが談合等に繋がっていくと考え、入札談合等

関与行為の事例や入札談合行為に関与した場合の懲戒処分、損害賠償で多額の

損害賠償請求が行われること、独禁法違反、官製談合防止法の入札等妨害罪、刑

法の公契約関係競売等妨害罪、刑法の収賄罪などの法律により、懲役や多額の罰

金を請求されることを説明し、本人のためにも組織のためにもならないこと及

びひいては家族崩壊まで繋がることを説明しており、入札談合等関与行為が発

覚しないことはあり得ないこと及び入札談合に関与した職員に対しては厳正な

懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等がなされることを十分に認識させるものに

なっていた。 

・ 高崎河川国道事務所における研修等では、一部職員から、同じようなメニュー

になりがちであり、マンネリ化することに対する意見があり、コンプライアンス

については、繰り返し行う事で意識を持ってもらう事が大切である旨を説明し

ているとのことであった。 

・ 高崎河川国道事務所は、研修等の実施について、その負担が業務に支障をきた

しているということはないとのことであった。 

 

（北陸地方整備局松本砂防事務所） 

・ 事務所長は、「事務所運営の第一の基本は、職員の健康管理とコンプライアン

スと考えており、コンプライアンスを失うと、社会の信頼のみならず、職員の士
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気・誇りを失う。事務所職員に対しては、狭い意味での法令遵守のみならず、倫

理・社会規範を含め、一般の人々からは、公務員として見られているという意識

を持つことが、コンプライアンスの最も基本な意識であると常々職員に伝え、自

分自身もその点を率先して行っている。 

また、幹部会において、談合や公務員の不祥事等の不適切事案があれば、その

情報を共有し、改善又は注意すべき事項を見直し、対岸の火事としないよう努め

ている。」とのことであった。また、情報共有に際しては、高知談合では３億円を

超える損害賠償請求がなされている等の時事ネタを取り入れるなどの工夫をし

ているとのことであった。                              

・ 全職員においてコンプライアンス・ミーティングを年２回実施するとともに、

本局講師による出前講座や公正取引委員会講師による講習会など入札談合等関

与行為防止法上の違法性の認識に関する研修等を行っている。研修等の内容は、

入札談合等関与行為が発覚しないことはあり得ないこと及び入札談合に関与し

た職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等がなされることを

十分に認識させるものになっているとのことであった。 

・ コンプライアンス・ミーティングでは、事務所職員から、「入札談合等関与行為

防止法上の違法性等については認識している。駄目なものは駄目という対応で取

り組みたい。」などの意見があったとのことであった。 

 

（中部地方整備局沼津河川国道事務所） 

・ 事務所長は、事務所におけるコンプライアンス意識の高揚について、「この１

０年くらいの間に国土交通省に関連する不祥事事案が度々起こっており、少し時

間が経つと事案が風化して同じような過ちを繰り返しているが、風化というだけ

でなく、そもそも職員にコンプライアンスの意識が根付いていなかったからだと

考えている。違法性の認識不足ということになると思うが、つい魔が差してしま

ったということもあったかもしれない。  

しかし、そうなった場合には、国土交通省の組織自体が社会から信用を無くし、

必要な事業を進められなくなるだけでなく、職員個人はもとより、家族の崩壊を

招いてしまうという最悪の結末となる。 

こうした事案に巻き込まれないよう、また、一人で抱え込んでしまわないよう

に、何か問題があれば、直ぐに上司に報告することや所属長には問題が上司に上

がるような雰囲気づくりを心がけるよう繰り返し話しをするなど、風通しの良い

職場作りに努めている。 

後で考えると、何でこんなことを？というようなことも多々あると思うが、早

めに報告することで、回避できることもたくさんある。そのためにもメール、電

話等いつどんなときでも良いので、早めの報告・連絡・相談をするよう職員へは
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伝えている。 

特に悪い話は早く報告が上がるよう定例会等を通じて繰り返し話している。時

間が経つとより詳細な情報が必要となるため、情報がまとまっていなくても、そ

のときに持っている情報でかまわないので、早めに一報を入れるようお願いして

いる。」ということを心がけて取り組んでいるとのことであった。                             

・ 入札談合等関与行為防止法上の違法性の認識に関する研修等については、コン

プライアンス・ミーティングを年３回（７月・１０月・２月）、公正取引委員会に

よる講習会を年１回（６月１５日実施。職員参加率４８．６％（５２名／１０７

名））という頻度で行っていた。 

研修等の内容については、今年度行った公正取引委員会の講師による研修では、

過去に発生した入札談合等関与行為の概要の説明があったが、電話や手紙による

直接情報だけでなく、入札結果や入札データの分析などの間接情報から発覚する

こと、また官製談合防止法違反による懲戒処分、損害賠償請求、刑事罰等の内容

についても説明があるなど、本人だけでなく、家族にまで影響が及ぶことを認識

させるような内容となっているとのことであった。また、ミーティングやコンプ

ライアンス情報等（不祥事事例）の職員へ周知の際にも、懲戒処分、損害賠償請

求、刑事処罰等がなされることを説明しているとのことであった。 

その他にも、本局から情報提供されるコンプライアンス情報（不祥事事例）や

その時々で起こった不祥事等の報道記事を活用してミーティングを行うととも

にし、イントラネット等を通じてこれらを職員がいつでも閲覧できるようにする

などして、随時職員への意識啓発を行っているとのことであった。 

・ 研修等を行うに際しては、例えば、本局の指示により、今年度第２回目のコン

プライアンス・ミーティングで、指導者的立場である管理職員が参加しない部下

職員のみによるミーティングを実施し、進行・書記等も部下職員で自主的に行わ

せ、特に進行役については事前の理解、進め方の工夫等が必要であることから、

育成も含めたより活発な意見交換ができるよう参加職員用の解説資料も配布す

るなどの工夫をして行ったとのことであった。 

・ 研修等では、職員から、「過去に研修等で取り扱った内容であったとしても、コ

ンプライアンスに関する基本的な事項は繰り返し取り扱った方が良い。」、「司会

者としてミーティングを行ったことで事前に理解をする必要があり、通常参加す

る立場より理解を深めることができた。こうしたミーティングを繰り返し行うこ

とで、コンプライアンスに対する自覚を高めることができると感じた。（今年度

第２回目のコンプライアンス・ミーティングにおいて）」などの意見があったと

のことであった。 

 

（中部地方整備局清水港湾事務所） 
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・ 事務所長は、事務所の役割は国民、地元の発展に貢献するものと理解しており、

国民から信頼を失うことは、組織の存続にもつながる非常に大きな問題であり、

また不祥事の再発防止は大きな課題であると認識しており、コンプライアンス意

識の高揚は、重要な使命だと考えているとのことだった。 

事務所長は、コンプライアンス違反は国民に対する「信用失墜行為」であると

の認識のもと、国交省としての使命を果たすべく、所内会議などの場でコンプラ

イアンスの意識持続を事務所長自らの言葉で伝えることを心掛けて、職員と確認

している。 

そのため、日頃からさまざまな機会を通じて注意喚起と啓発に努めていること

はもちろん、意思疎通が速やかに行えるよう「報・連・相」や情報共有の徹底、

風通しの良い職場環境づくりに努めているとのことだった。 

また、平成２５年７月より大部屋化を行った結果、副所長は職員の状況が的確

に把握でき職場の良い雰囲気づくりが図れているとのことだった。 

発注者としての透明性、公平かつ公正な技術評価や競争参加資格審査を行うと

ともに、競争性が確保できるよう業者の競争参加状況等から必要に応じて参加要

件を見直すなど、競争性・透明性の確保を図っているとのことだった。                            

・ 清水港湾事務所は、コンプライアンス・ミーティングは、年３回計画しており、

課別のほか階層別（管理職員と管理職員以外）で実施しているとのことだった。

（７月、１０月実施、２月予定） 

また、外部講師、出前講座（職員が講師を務める）の割り振りにより、当事務

所では平成２７年度に出前講座による講習会が行われていた。（出席率８５％） 

毎週の所内幹部会において、本局コンプライアンス推進本部会議の結果報告、

本局コンプライアンス情報の周知を行っているとのことだった。 

事務所独自の取組として、新聞記事等を活用し静岡県内のコンプライアンス情

報を職員にメール発信しているとのことだった。 

・ 清水港湾事務所における研修等では、過去の国土交通省の不祥事例を見ても、

違法性に対する職員の意識が希薄であったことが官製談合につながっており、研

修等では、過去に発生した入札談合等関与行為の概要や水門設備事案や高知事案

での懲戒処分、損害賠償請求、刑事罰等の内容を説明し、本人はもちろんのこと、

家族まで崩壊させてしまうことに加え周りの職員にも迷惑をかけることを認識

させているとのことだった。 

また、平成２７年度においては、コンプライアンスインストラクターの資格を

持つ職員を講師として講義を受けた。多数の出席者を募るため、テレビ会議で出

席するなど多数の参加を促し、詳細な解説により指導・アドバイスをしていただ

いたとのことだった。 

平成２７年度のコンプライアンス・ミーティングでは、管理職員が参加しない



 

 

- 26 - 

 

部下職員のみによるミーティングを実施し、育成も含めてより活発な意見交換が

できるよう工夫して行い、様々な意見が出たとのことだった。 

発注者綱紀保持規程の再周知のため、改めて発注者綱紀保持ハンドブック、携

帯用カードを配布し、再度一読してもらうようにした。 

本局のコンプライアンス推進本部において配布される管内３６事務所の実施

状況を参考にしながら、マンネリ化しないよう工夫しているとのことだった。 

・ 清水港湾事務所は、研修等の実施について、その負担が業務に支障をきたして

いるということはないとのことであった。 

 

（近畿地方整備局紀南河川国道事務所） 

・ 事務所長は、事務所におけるコンプライアンス意識の高揚について、「本事務

所は、ここ数年多くの事業を実施しており、地元の方からは感謝されている。不

祥事でそれに泥を塗らないようにしたいと考えている。」、「コンプライアンスに

ついては、職員一人ひとりがそれを意識することと、過去の不正事案を風化させ

ないことが重要と認識している。そのため、省内、他省庁、自治体で発生した不

正事案や違反した場合の影響などを所内会議や研修等を通じて周知している。ま

た、職員同士が意思疎通できている環境が必要であり、そのため地域のイベント

(例えば、白浜の砂祭り（職員３０人参加）、弁慶祭り（職員２０人参加）など)に

は事務所として多くの職員に呼びかけて参加するなど、仲間意識の向上、明るい

職場づくりに努めている。」、「取組を継続するにあったって職員の『萎縮』や『マ

ンネリ感』を防ぐ工夫として『コンプライアンス』だけでなくコンプライアンス

に通じる『説明責任』という言葉に置き換えて職員に強く要求している。」、「発注

者としては、参加資格や技術面の審査を行う際には透明性と公平性を確保するよ

うに努めている。」とのことであった。                             

・ 紀南河川国道事務所は、入札談合等関与行為防止法上の違法性の認識に関する

研修等として、コンプライアンス・ミーティングを年４回、南部ブロックコンプ

ライアンストレーニングを年３回(和歌山河川国道事務所及び紀南河川国道事務

所の副所長全員がメンバーとなる回が年２回、総務課長がメンバーとなる回が年

１回）、南部ブロックコンプライアンス会議を年３回、その他所内会議を週１回

実施しているとのことであった。 

コンプライアンス・ミーティングでは、本局から与えられたテーマについて

個々に意見交換をしている。南部ブロックコンプライアンストレーニングでは、

発注者綱紀保持等に関して所定の方法を遵守できているかという点を相互にチ

ェックし、意見交換を行っている。南部ブロックコンプライアンス会議では、本

局の適正業務管理官等から情報共有等を受けている。その他所内会議では、コン

プライアンス情報や時事ニュースを活用し、不祥事を周知している（平成２６年
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度における本局の情報発信は２１回）とのことであった。 

上記研修等の内容は、入札談合等関与行為が発覚しないことはあり得ないこと

及び入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処

罰等がなされることを十分に認識させるものになっていた。また、官製談合は多

くの場合贈収賄が絡み、目先の利益に走ると、厳正な懲戒処分のみならず、刑法、

官製談合防止法上の刑罰を受け、その何倍もの計り知れない代償が必ずあること

を説明しているとのことであった。 

年４回のコンプライアンス・ミーティングの際には、各所属のミーティングに

先立ち、全所属長でミーティングを行い、意見交換と情報共有を図り、各所属の

ミーティングが実効性のあるものになるよう工夫しているとのことであった。 

・ 近畿地方整備局主催の研修では、コンプライアンス研修用ＤＶＤ「あなたとあ

なたの大切な人を守るコンプライアンス～入札談合等関与行為をなくすために

～」（本省作成、平成２６年３月完成）を研修等のカリキュラムに組み入れている

ため、これに参加している職員全員（紀南河川国道事務所では数名）が既に視聴

している。また、事務所コンプライアンスチーム（３副所長、総務課長）と事務

所長は、個別に視聴の上、全員で意見交換しているとのことであった。 

・ 近畿地方整備局管内において過去に発生した不祥事事案については、風化させ

ないよう若い職員に伝えていく必要があると感じているとのことであった。 

また、業者との癒着を生み出さないよう打合せスペース、接客スペースのオー

プン化、複数での対応を強く意識し、コンプライアンス・ミーティングや、所内

会議でも機会あるごとに周知、啓蒙を図っており、職員に常に意識させるよう心

がけており、繰り返し周知することで、意識が定着していくものと考えていると

のことであった。 

さらに、「コンプライアンストレーニング」を実施し、再発防止策等の既定のル

ールが実践されているかの診断及び職場運営のあり方についての啓発指導を行

い、再発防止策の取組等を風化させることのないように、組織の健康づくりに向

けた取組を引き続き実施しているとのことであった。 

・ 研修等では、職員から、各所属で行うコンプライアンス・ミーティングでは、

事業者等との対応の方法、不当な働きかけに対する報告の義務について、改めて

確認、再認識できたという意見があったとのことであった。 

 

（中国地方整備局浜田河川国道事務所） 

・ 事務所長は、事務所におけるコンプライアンス意識の高揚について、「決め

られたルールは遵守すべきである。常にお天道様に対して恥ずかしくないか

を問い続けること。時代の要請に応じて入契制度は変革し情勢も変わってき

た。その中で、不都合等はないか常にチェックし考え改めていく姿勢が重要。
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このことを、機会あるごとに事務所幹部、監督職員及び一般職員にも注意喚

起と啓発指導に努めている。また、職員との良好な意思疎通が図られるよう

明るく風通しの良い職場環境づくりに努めるとともに、職員の心身両面の健

康管理にも留意し、いつでも何でも相談に乗れるような雰囲気を形成するよ

う努めている。」ということを心がけて取り組んでいるとのことであった。                             

・ 浜田河川国道事務所は、入札談合等関与行為防止法上の違法性の認識に関

する研修等として、コンプライアンス・ミーティングを年４回、本局職員講

師による出前講座を年１回実施しており、いずれも全職員が参加していると

のことであった。また、毎月初めの所課長会議において公務員に係る不祥事

事案を示し注意喚起を行っているとのことであった。さらに、事務所長も、

事務所勉強会において独自に資料を作成し、自ら講師となって様々なテーマ

で勉強会を実施し、職員としての姿勢・あり方について指導しているとのこ

とであった。 

また、研修等の内容としては、入札談合等関与行為による処罰の対象は談

合の存在に限定されないこと、事業者等からの情報により捜査機関が捜査を

開始すること、入札談合等関与行為防止法違反による厳しいペナルティの他

にも当然のこととして公務員としての処分や刑事罰が課せられること、高知

談合では２億９千万円もの損害賠償請求がなされたことなど官製談合がいか

に本人や家族にとって割に合わないもので組織自体もダメにしてしまうもの

かということを説明しているとのことであった。 

さらに、研修等を行うに際しては、「倫理関係についてはｅ－ラーニングに

よる教材（本局作成）を活用した研修を実施し、本局のイントラから常時受

講可能となっている。出前講座においてはコンプライアンス研修用ＤＶＤ（本

省作成）を活用し、良い事例、悪い事例を比較しながら視聴できることでよ

り理解しやすいようしている。また、最近発生した不祥事事案（川崎市で起

こった事例等）を題材とした内容も取り入れている。さらに、事務所におけ

るコンプライアンス推進の実務的な役割を担う者の育成を目的としたコンプ

ライアンスセミナーを受講した管理職員２名が、所内勉強会でコンプライア

ンス講習会として開催し講師を務めた。」などの工夫をしているとのことであ

った。 

・  浜田河川国道事務所における研修等では、前述したように、コンプライアンス

研修用ＤＶＤ「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライアンス～入札談合等

関与行為をなくすために～」を、本局職員講師による平成２６年度の出前講座に

おいて活用している。当該出前講座には、欠席者に対して副所長からフォローア

ップするなどし、結果として全職員が参加したとのことであった。 
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・  中国地方整備局（浜田河川国道事務所）管内において過去の不適切な事務処理

の事案を、職員に周知し、注意喚起することで、同じ事を繰り返すことがないよ

う意識付けに活用しているとのことであった。 

浜田河川国道事務所における研修等では、職員から、特に上記コンプライア

ンス研修用ＤＶＤについて、「具体的であり分かりやすい内容であった。」「一人

で悩まない。上司に相談する。」などの意見があったとのことであった。 
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（２）事業者・ＯＢとの接触・対応 

 

（北海道開発局小樽開発建設部） 

・ 幹部職員による事業者の応接に当たっては、原則としてアポイントメントを求

めることを基本としているが、アポイントメントのない場合であっても、当日の

スケジュールや用件等を勘案の上、都合のつく限り応接しているとのことであっ

た。平成２６年度は４８件、平成２７年度は７８件（１２／３現在）のアポイン

トメントがあった。 

幹部は、幹部室のドアを開放し、常時オープンな状況で対応している。来訪者

の多くは挨拶であり、その際はドア口付近に立って対応している。また、アポイ

ントメントのない来訪者が、幹部に直接会って挨拶を交わしたい場合には、秘書

が当該幹部に面会の可否を事前に確認するよう徹底しているとのことであった。 

各課等においては、出入口に入室制限の表示を行い、特に契約課においては、

入口に対応カウンターを配置し、執務場所まで入れないようにしている。また、

庁舎玄関やロビーには、入室制限に関する貼り紙をし、理解と協力を求めている

とのことであった。 

・ 来訪者がＯＢであるかどうかの把握は行っておらず、ＯＢの来訪の頻度は把握

していないが、ＯＢか否かに関わらず、来訪者との対応に当たっては、幹部は部

屋のドアを常に開放し、各課等についてはオープンスペースで対応しているとの

ことであった。 

・ 小樽開発建設部は、事業者・ＯＢとの接触ルールが定着しており、業務に支障

をきたしているということはないとのことであった。 

・ 小樽開発建設部では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはないとのことであっ

た。 

 

（東北地方整備局新庄河川事務所） 

・ 事業者は、名刺置き場に名刺だけおいて帰る方も多く、来所した事業者に対し

ては、事務所長在庁時でも所長室の入口で挨拶をする程度の接触・対応をしてい

るとのことであった。 

・ そのうちＯＢは、月に数回程度、東京からの事業者とともに来所することがあ

るが、その際には、総務課受付を必ず通し、事務所長室ではドアを開けたままオ

ープンな状態で接触・対応するなどしているとのことであった。 

・ 新庄河川事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはなかったとのことで

あった。 

 

（関東地方整備局高崎河川国道事務所） 
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・ 事業者は、事務所１階に設置された名刺受けに名刺を入れるのみの場合もある

が、事務所長への来訪はほぼ毎日あり、副所長以上の幹部への来訪については、

必ず受付けを通すこととし、挨拶等については、部屋の外で受けるようにしてい

るとのことであった。 

・ 事業者に対しては、事務所玄関ロビーに設置してある内線電話によるアポイン

トを徹底しており、各執務室入口ドアには、立入りを制限する旨を掲示するとと

もに、「関東地方整備局における発注事務に係る綱紀保持の取組みについて」及

び「関東地方整備局における入札談合案件に対する厳正な対応について」を掲示

し、玄関ロビーに設置されたオープンスペースでの対応等を徹底しているとのこ

とであった。 

・ また、挨拶以外の打ち合わせ等については、入口ドアを開放したまま、必ず複

数の職員で対応するなどしているとのことであった。 

・ さらに、入札閲覧コーナーに国家公務員倫理審査会事務局が作成した「国民の

皆様の８つの疑問にお答えします－国家公務員倫理法、倫理規定について－」を

掲示することにより、事業者に対して周知を図っているとのことであった。 

・ ＯＢは、週に数人程度の頻度で来所しているが、必ず受付けを通すこととし、

挨拶等については、部屋の外で受けるなど、他の事業者と同様の対応をしている

とのことであった。 

・ 高崎河川国道事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはなかったとのこ

とであった。 

 

（北陸地方整備局松本砂防事務所） 

・ 事業者は、受付限りでの対応を除くと１週間に３人程度の頻度で来訪している

が、基本的には事務所長及び副所長でオープンかつ複数での接触・対応をしてい

る。また、複数での接触・対応が難しいときでも、個室のドアを開放したり、ド

ア口で立って対応したりするなどオープンな場所で接触・対応しているとのこと

であった。 

・ そのうちＯＢは、２～３週間に１回程度の頻度で来訪しているが、そのほとん

どがあいさつ程度であるので、ドア口で立って接触・対応するなどしているとの

ことであった。 

・ 松本砂防事務所は、事業者・ＯＢとの接触ルールを遵守するに当たっては、事

務所幹部のスケジュールの関係上、事務所幹部による複数での対応が難しい場合

もあるが、その場合でもオープンな場所で接触・対応するなどして対処できてい

るので、業務に支障をきたしているということはないとのことであった。 

・ 松本砂防事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはないとのことであっ

た。 
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（中部地方整備局沼津河川国道事務所） 

・ 事務所長は、１日当たり１０人程度（３～４組）の事業者からあいさつを受け

ているが、その際には、総務課を通して事務所長室で「ドアを開けたままのオー

プンな状態」で応対しているとのことであった。 

副所長・課長等は、事業者からあいさつを受ける際には、総務課を通した上、

事務所玄関受付付近にて応対しており、副所長室において応対することはないと

のことであった。 

来所する事業者の中には、事務所玄関受付の名刺置き場に名刺だけおいて帰ら

れる人（１日１０人程度）もいるが、予約無しでも事務所長等へのあいさつを希

望される事業者に対しては、予定が空いている限り応対しているとのことであっ

た。 

・ ＯＢは、事業者が来所する際に同席している場合が多いが、その接触・対応に

ついては特別扱いをしていないとのことであった。 

・ 事業者・ＯＢとの接触ルールを遵守するに当たっては業務に支障をきたしてい

るということはないとのことであった。ただし、副所長室の可視化・大部屋化に

ついては、副所長室へ相談に訪れる職員らへの配慮から未対応となっていたが、

平成２７年１２月に副所長室間のドアを撤去することで対応したとのことであ

った。なお、事務所内に副所長の更衣室がないことや職員への相談への対応の関

係上、当該ドアがあった場所には「のれん」がかけられていた。 

・ 沼津河川国道事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはなかったとのこ

とであった。 

 

（中部地方整備局清水港湾事務所） 

・ 事業者は、名刺置き場に名刺だけおいて帰られる人もいるが、事務所長への来

訪はアポなしも含め、在庁日はほぼ毎日あるとのことであった。所長室または廊

下接客スペースにて着席して対応する場合もあるが、立ったまま名刺交換のみの

場合もあるとのことであった。応対は、総務課受付を必ず通し、所長室のドアを

開けたままオープンな状態で応対し、副所長は、廊下のオープンな接客スペース

で応対しているとのことであった。 

・ ＯＢについては、ＯＢのみの来所はなく、他の事業者を案内し来所されること

が多く、アポなしも含めて、週に１度ほど来所しているとのことであった。応対

は、総務課受付を必ず通し、所長室のドアを開けたままオープンな状態で応対し、

副所長は、廊下のオープンな接客スペースで応対しているとのことであった。 

・ 事業者・ＯＢとの接触ルールを遵守するに当たって業務に支障をきたしている

ということはないとのことであった。 
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・ 清水港湾事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはなかったとのことで

あった。 

 

（近畿地方整備局紀南河川国道事務所） 

・ 事業者については、事務所長への来訪が事前予約ありなし含めると毎日１件程

度あり、名刺受けに名刺だけ入れている業者も相当数ある。その応対については、

総務課受付を通しており、面談に際しては部屋のドアを開放して国民の疑惑を招

かないよう心がけているとのことであった。なお、発注内容等個別事業に関わる

事柄については、担当課長等を同席させて複数対応しているとのことであった。 

また、地域に密着した立場である事務所の果たす役割は極めて大きいことから、

管内の建設業者等からの情報提供や提言を積極的に聞く必要があるとの認識か

ら、事前のアポイントの有無に関わらず、時間の許す限り面談するよう努めてい

るとのことであった。 

・ 事務所としてはＯＢも他の事業者と区別することなく、公平・適正な対応に努

めているとのことであった。 

・ 事業者・ＯＢとの接触ルールを遵守するに当たっては業務に特に支障をきたし

ているということはないが、紀南河川国道事務所で平成２５年度から実施してい

る副所長室の相部屋化に関しては、職員から相談事があった場合などには困ると

きがあるとのことであった。 

・ 紀南河川国道事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはなかったが、仮

にあった場合は、近畿地方整備局発注者綱紀保持規程の不当な働きかけの報告・

記録・公表制度により対応することとしているとのことであった。 

  

（中国地方整備局浜田河川国道事務所） 

・ 事務所長への事業者の来訪は、週４、５社程度の来所がある。事務所長は、事

業者とは、公平に面会し、ご挨拶を受けるようにしており、その際には、事務所

長室のドアを常に開放した状態にしているとのことであった。 

また、副所長が事業者と対応する際には、副所長室（相部屋化済み）のドアを

常に開放した状態にしているとのことであった。副所長室の可視化・相部屋化に

ついては平成２５年度中に完了し、職員から副所長への個別の相談は別室に移

動して行っているとのことであった。 

なお、事務所長・副所長以外の職員が、事業者と対応する際、従来は総務課受

付を通すことが原則とされていたが、業務合理化の観点から、総務課受付を通さ

ずに、一階に設置した直通電話を通じて、事務所ロビーで面談する方法も認める

ようにしたとのことであった。 

・ ＯＢは、上記の１／３程度の頻度で来所しており、ＯＢ以外の事業者と変わり
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なく公平に対応しているとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所は、事業者・ＯＢとの接触ルールを遵守するに当たって業

務に支障をきたしているということはないとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所では、事業者・ＯＢから不当な働きかけはなかったとのこ

とであった。 
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 （３）機密情報管理の徹底 

 

（北海道開発局小樽開発建設部） 

・ 小樽開発建設部では、予定価格作成時期の後倒し、入札書及び技術資料の同時

提出、並びにマスキングの実施は全ての工事で適用しているが、業務上、特段の

支障や負担は生じていないとのことであった。 

・ 予定価格調書の保管は、開札まで金庫で行っているとのことであった。 

・ 技術評価点は、提出された資料をもとに、審査項目により契約課及び技術管理

課が分担し、当該課の担当スタッフが案を作成しているとのことであった。 

・ 機密情報が含まれる文書を電子データとして保管する場合、電子ファイルにパ

スワードを設定する、又は保存するフォルダにアクセス制御（作業に関わってい

る最低限の人員（例：課長補佐・専門官）のみアクセス可）を設け、厳重に管理

しているとのことであった。 

・ 一般競争入札により、工事監督支援業務、積算技術業務等につき発注者支援業

務の委託をしており、その委託先は建設コンサルタント会社や財団法人等であ

るとのことであった。なお、評価審査業務については職員が行っており委託して

いないとのことであった。 

・ 発注者支援業務の委託先における情報管理については、契約に際して受託者に

対して発注者支援業務共通仕様書に基づき守秘義務を課している。また、受託者

から提出された業務実施計画書においても、守秘義務を掲げ、法令の遵守・守秘

義務の徹底等を図ることとされているとのことであった。 

 

（東北地方整備局新庄河川事務所） 

・ 新庄河川事務所では、予定価格作成時期の後倒し・入札書及び技術資料の同時

提出の実施については一般土木Ｃ等級で施工能力評価型の工事に適用しており、

その負担が業務に支障をきたしているということはないとのことであった。 

・ 新庄河川事務所では、入札書と技術資料の同時提出を実施する工事においては、

技術資料における業者名のマスキングが不要とされていることからこれを行っ

ておらず、マスキングの負担は多少軽減されているとのことであった。同時提出

以外の工事についてはマスキングをしているが、ミスが生じないようにチェック

しており、問題は生じていないとのことであった。 

・ 新庄河川事務所では、予定価格調書は、金庫に入れて開札まで厳重に保管して

いるとのことであった。 

・ 新庄河川事務所では、技術評価点は、技術審査担当が作成しており、技術審査

業務を行っているときは、他の職員の入室を制限しているとのことであった。 

・ 新庄河川事務所では、機密情報が含まれる文書を電子データとして保管する場
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合、共有サーバーのフォルダにアクセス制限を行い、職員にアクセスできるでき

ないを区分して情報管理しているとのことであった。 

・ 新庄河川事務所では、技術審査業務、積算補助業務等につき発注者支援業務の

委託をしており、打ち合わせ等において守秘義務が生じることを委託先に周知指

導し、情報管理について徹底していた。 

・ さらに、守秘義務関係について、契約書に記載、情報セキュリティ関連の事項

を特記仕様書に記載するとともに、業務計画書において作業エリアを専用の執務

室で行うこと、データのアクセス制限設定のファイルサーバー管理など万全の情

報管理対策をすることを記載していた。また、情報セキュリティに関する報告書

についても毎月提出させていた。 

 

（関東地方整備局高崎河川国道事務所） 

・ 予定価格作成時期の後倒し、入札書及び技術資料の同時提出の実施は一般土木

Ｃ等級の工事（施工能力評価型における一般土木で予定価格が６千万円以上３億

円未満の工事を対象としている。ただし、国庫債務負担行為となるものは除く。）

で適用しているが、その負担が業務に支障をきたしているということはないとの

ことであった。 

・ 高崎河川国道事務所では、ミスを防ぐため、入札書と技術資料の同時提出を実

施する工事においても、技術資料における業者名のマスキングを実施しており、

仮に同時提出を実施する工事においてマスキングを実施しなかったとしても、審

査作業全体で考えるとさほど負担は軽減されないだろうと考えていた。 

・ 予定価格調書は、開札日まで金庫で厳重に保管しているとのことであった。 

・ 技術評価点（業務）については、各発注担当課が作成している。具体的には、

「技術者の経験及び能力」は発注担当係長が採点し課長がその確認を行い、また、

技術提案の評価は応募者が特定出来ないよう発注担当係長等がマスキングして

副所長、発注担当課長と他の課長職以上の職員の計３名で行っている。最後に、

発注担当係長が集計して、発注担当課長が技術評価点（業務）を作成していると

のことであった。 

技術評価点（工事）については、品質確保課が作成しているとのことであった。 

・ 機密情報が含まれる文書を電子データとして保管する場合、本局の技術審査フ

ォルダにアクセス制限付きで管理している。 

・ 平成２７年度、積算技術業務、技術審査業務、工事監督支援業務、河川巡視支

援業務、道路許認可審査・適正化指導業務、用地補償総合技術業務、行政事務補

助業務（調査設計資料作成業務、用地調査点検等技術業務、施工プロセス検査･施

工体制調査業務）につき発注者支援業務の委託をしている。 

発注者支援業務の委託先における情報管理については、仕様書に情報管理（守
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秘義務等）に関する事項を記載し、これらを業務計画書に反映させて、その都度

確認するとともに、その履行状況についても提出資料等でその都度確認するとい

う方法により徹底させていた。 

なお、発注者支援業務の委託先における積算・評価審査の分離体制確保につい

ては、技術審査業務を庁舎内のクローズドな場所で実施させているので、仮に積

算技術業務と技術審査業務とを同じ業者に委託したとしても、分離体制は確保で

きているとのことであった。 

 

（北陸地方整備局松本砂防事務所） 

・ 予定価格作成時期の後倒しは、全ての工事に適用している。予定価格作成時期

は開札日の前日を原則としている。所長が出張に出ることが多く、ギリギリにな

る場合もあるが、その負担が業務に支障をきたしているということはないとのこ

とであった。 

・ 入札書及び技術資料の同時提出は、一般土木Ｃ工事を対象とするルールだが、

松本砂防事務所の場合は、一般土木Ｃ工事が大半を占めているので、全ての工事

に適用して実施している。ただし、松本砂防事務所ではそうした例はないが、大

型工事の場合、業者からの質問が多数寄せられることが考えられ、そうした場合

は回答期限が短いことへの対応の工夫は必要ではないかと思う。 

・ 松本砂防事務所では、技術資料における業者名のマスキングを全ての工事につ

いて実施している。入札書及び技術資料の同時提出を行う場合はマスキングを不

要とすることができるとのルールだが、マスキングを必要とするもの（法面、電

気工事等）と不要とするものが混在すると現場が混乱してミスが発生する恐れが

あるので、統一的にやった方がよいとの考えとのことであった。 

・ 松本砂防事務所では、予定価格調書は、金庫において保管しているとのことで

あった。 

・ 松本砂防事務所には、以前は品質確保課があったが、ブロック化に伴い千曲川

河川事務所の品質確保課に技術評価点の作成が集約されているとのことであっ

た。 

・ 松本砂防事務所では、機密情報が含まれる文書を電子データとして保管する場

合、サーバー上のフォルダのアクセス制限を利用することにより情報管理してい

るとのことであった。 

・ 松本砂防事務所では、技術審査業務、積算技術業務については、共に守秘義務

が発生することを担当従事者に周知徹底することにより委託先における情報管

理について徹底させていた。 

 

（中部地方整備局沼津河川国道事務所） 
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・ 沼津河川国道事務所では、予定価格作成時期の後倒し、入札書及び技術資料の

同時提出は、一般土木Ｃ等級で施工能力評価型の工事を対象としており、その負

担が業務に支障をきたしていることはないとのことであった。 

・ 入札書と技術資料の同時提出を実施する工事においては、技術資料における業

者名のマスキングが不要とされていることからこれを行っておらず、マスキング

の負担が多少軽減されたとのことであった。 

間違い防止のため、全ての工事にマスキングを行うことも考えられなくはない

かとの問いに対しては、事務処理上、マスキングをしない方がどれがどれだか分

からなくなる等のトラブルを防止できる面もあると考えているとのことであっ

た。 

・ 予定価格調書は、金庫に入れて開札まで厳重に保管しているとのことであった。 

・ 技術評価点の審査業務は、技術審査担当が行っており、技術審査業務を行って

いるときは、他の職員の入室を制限しておこなっているとのことであった。 

・ 共有サーバーのフォルダについては、発注担当課の職員のみがアクセスできる

よう制限を行っているとのことであった。 

・ 発注者支援業務については、平成２７年度において、技術審査業務、積算技術

業務、工事監督支援業務、設計資料作成業務、技術資料作成業務、河川巡視支援

業務、河川許認可支援業務、道路管理事務業務、用地関係資料作成業務、道路情

報管理業務について委託をしている。 

技術審査及び積算技術業務の委託先における情報管理については、業務計画書

において、機密保持管理体制を記載する等により行っているとのことであった。 

具体的には、業務の実施場所は、委託先のそれぞれ専用の執務室で行い、部外

者立入禁止とし出退時は施錠する。貸与資料に関してはロッカーへ保管し施錠す

る。外部と遮断された専用パソコンを使用し、ログインパスワード設定、スクリ

ーンセーバーによる対策により関係者以外に見られないようにする。審査業務の

プリンターは、専用執務室内に設置し、関係者以外の目に触れさせないようにす

る。紙媒体への出力は必要最小限とし、不要となった資料（作業途中の不要資料

も含む）は、速やかにシュレッダーにて裁断する。情報セキュリティに関する報

告書についても毎月提出させる。打ち合わせ等でも守秘義務について指導してい

る。データの受け渡しについては、鍵付きカバンとパスワード機能付き電子記憶

媒体を使用し、執務室の前で声がけをしてもらい、こちらが出向いて手渡しで行

う、という方法により、委託先における情報管理について徹底させていた。 

 

（中部地方整備局清水港湾事務所） 

・ 予定価格作成時期の後倒し・入札書及び技術資料の同時提出の実施は、港湾土

木の５千万円以上２億円未満で施工能力評価型の工事（施工計画重視型を除く）
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に適用しているが、業務への支障は特に生じていないとのことであった。 

・ 入札書と技術資料の同時提出を実施する工事においては技術資料における業者

名のマスキングが不要とされているが、従前よりマスキングに負担を感じていな

いことから、同時提出を実施する工事についてもマスキングを行っているとのこ

とであった。 

・ 予定価格調書については、金庫に入れて開札まで厳重に保管しているとのこと

であった。 

・ 技術評価点は、分任官契約についても、本局において審査・評価案を作成し、

事務所の入札・契約委員会を経て決定しているとのことであった。また、このよ

うな手続きによって、積算業務と技術審査・評価業務の分離体制も確保されてい

るとのことであった。 

・ 機密情報が含まれる文書を電子データとして保管する場合、共有サーバーのフ

ォルダにアクセス制限を行い、職員にアクセスできる・できないを区分している

とのことであった。また、事務所外に電子データを持ち出すときには、当該電子

データにパスワードを設定して情報管理しているとのことであった。 

・ 発注者支援業務については、監督等補助業務（積算業務含む。）及び品質監視等

補助業務を本官契約で委託しているとのことであった。委託先における情報管理

については、全ての作業エリアを専用の執務室で行い、事務所のネットワークに

は接続させていない。また、受注者が行う情報管理対策について業務計画書に明

記するとともに、情報セキュリティに関する報告書についても毎月提出させてい

る。さらに、打ち合わせ等でも守秘義務について指導しており、データの受け渡

しについては、ＵＳＢメモリ（暗証番号付）で行っているとのことであった。 

 

（近畿地方整備局紀南河川国道事務所） 

・ 紀南河川国道事務所では、予定価格作成時期の後倒し・入札書及び技術資料の

同時提出の実施は、一般土木Ｃ等級の施工能力評価型工事に適用している。 

・ 入札書と技術資料の同時提出を実施する工事においては、技術資料における業

者名のマスキングが不要とされているが、近畿地方整備局では、入札書と技術資

料の同時提出を実施する工事においても、マスキングした資料でもって審議して

おり、特に負担となることはないとのことであった。 

・ 予定価格調書は、金庫に入れて開札まで厳重に保管しているとのことであった。 

・ 工事の技術審査については、平成２７年度から和歌山ブロックに統合されたた

め、和歌山河川国道事務所にて行っており、技術審査担当の職員（工事品質管理

官)が他の職員の入室を制限して行っているとのことであった。 

・ 機密情報が含まれる文書を電子データとして保管する場合、共有ファイルサー

バーのフォルダにアクセス制限を行い、担当職員のみがアクセスできるようにし
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て情報管理しているとのことであった。 

・ 紀南河川国道事務所では、技術審査業務、積算技術業務、工事監督支援業務、

設計積算資料整理業務、用地補償積算技術業務、調査設計資料整理業務、調査設

計資料作成業務、熊野川水文観測所維持管理業務、道路情報管理業務、道路許認

可審査・適正化指導業務につき、発注者支援業務の委託をしており、 

①指紋・指静脈認証システムもしくはカード認証システムで執務室への立入り

を制限 

②使用するＰＣ及びサーバーには、業務従事者のみのアクセス権限を設定 

③ＰＣに監視ソフトをインストールし、全てのファイル操作を監視 

④データ送信（メールや大容量ファイル送受信システム）時は、データを暗号化 

⑤社内勉強会等で情報セキュリティに関する教育研修を実施 

等の方法により、委託先における情報管理について徹底させており、このことは

履行報告書において確認しているとのことであった。 

 

（中国地方整備局浜田河川国道事務所） 

・ 浜田河川国道事務所では、予定価格作成時期の後倒しを全ての案件について、

入札書及び技術資料の同時提出を施工能力評価型について実施しており、その

負担が業務に支障をきたしているということはないとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所では、入札書と技術資料の同時提出を実施する工事におい

ては、技術資料における業者名のマスキングが不要とされていることからこれ

を行っておらず、マスキングの負担が軽減されたとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所では、予定価格調書は、金庫に入れて開札まで厳重に保管

しているとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所では、技術評価点は、出雲河川事務所の工事品質管理官、

品質確保課長、専門職、係長が作成しているとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所では、機密情報が含まれる文書を電子データとして保管す

る場合、技術評価を行う出雲河川事務所内の共有サーバーのフォルダにアクセ

ス制限が設けられており、アクセスできる職員とアクセスできない職員を区分

して情報管理しているとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所では、一般競争入札により主な発注者支援業務として以下

の委託を行っていた。 

・高津川・江の川河川巡視支援業務 

・高津川・江の川工事監督支援業務 

・浜田河川国道事務所工務課積算技術業務 

・浜田電気通信工事監理業務 

・浜田電気通信積算資料作成業務 
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・浜田管内維持修繕工事監督支援業務 

発注者支援業務の委託先における情報管理については、特記仕様書において

発注者と同等以上の情報セキュリティを要求しており、業務計画書に作業エリ

アを専用の執務室で行い、データのアクセス制限設定のファイルサーバー管理

など万全の情報管理対策をすることが記載されており、また、情報セキュリティ

に関する報告書についても毎月提出され、打ち合わせ等でも守秘義務について

指導していた。発注者支援業務の作業については各社内で行われており、職員か

ら委託業者へのデータの受け渡しについては、職員が情報管理者の許可を得た

上でＵＳＢメモリ（暗証番号付）により情報の受け渡しを行い、業者の方に執務

室の前で職員に声がけをしていただき、職員が出向いて手渡しで行っていると

のことであり、委託先における情報管理について徹底させていた。 
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（４）応札・落札状況の分析 

   当該項目に関するヒアリングについては、本省にて作成した事務所等における応札・

落札状況のグラフ等を示して実施した（５０ページ～５７ページ参照）。 

 

（北海道開発局小樽開発建設部） 

・ 小樽開発建設部の平成２５・２６年度における応札・落札状況（一般土木工事

ＢＣ等級）は、平均落札率が平成２５年度から平成２６年度にかけて９０．８％

から９５．１％と上昇し、予定価格内１者（応札者２者以上）の件数も増加して

いた。 

・ 小樽開発建設部は、本局から送られてくる応札・落札状況に係る資料などを通

じて上記状況を把握しており、その要因について「平成２５年度に比べて平成２

６年度の落札率が高いということについては、事業費（前年度補正分＋当年度当

初分）が下落しており、発注量が減少している中で、各社ともある程度利益率の

確保を図った入札を行っているのではないか。」と考えていた。 

・ 上記状況については、本局から、個別具体の指導・助言はないものの、応札状

況等を注視するように指導されているとのことであった。 

・ 不調・不落の発生の対策としては、業界との意見交換などを踏まえ、特に電気・

建築分野などにおいては見積活用方式の活用等の対応策を検討し、実施している

とのことであった。 

・ 談合情報対応マニュアル等を運用するに当たっては、入札談合に関する情報に

ついては公正入札調査委員会に付議している。また、入札談合に関する疑義事実

の該当性判断については、公正入札調査委員会の事務局である契約課の課長、補

佐、担当上席専門官等で協議の上、判断することとしているが、その際には部長、

次長（技術担当、総務）に報告し、意見を伺っているとのことであった。 

・ 入札談合に関する情報の入った案件や入札談合に関する疑義事実と判断し公

正入札調査委員会に付議した案件については、全て本局に報告している。また、

平成２７年６月以降は、入札談合に関する疑義事実と判断しなかった案件も本

局へ報告することとなっているとのことであった。 

 

（東北地方整備局新庄河川事務所） 

・ 新庄河川事務所の平成２５・２６年度における応札・落札状況（一般土木工事

Ｃ等級）は、平均落札率が平成２５・２６年度ともに９５％を超えており、全般

的に高い落札率で推移していることや、入札参加者数も平均３者と比較的少なく、

１者応札の割合も高いことは認識しており、平成２５年は１０．７％、平成２６

年度は２５％が１者応札であったとのことだった。 

・ その要因に関しては、同事務所の発注工事の大部分を占めている砂防工事であ
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れば、現場条件が厳しく、施工にあたっては危険も予想されることから、現地状

況に精通した地元業者以外は入札に参加しにくいという側面もあることから、入

札参加者が少ないのではないかと考えていた。 

・ しかしながら、落札率そのものについては、入札参加業者による個々の入札行

動であることから、発注者としてそれ以上に詳細な要因等はわからないとのこと

であった。 

・ 新庄河川事務所は、不調・不落となった工事・業務は内容を見直して再公告す

ることで対策を講じているとのことであった。 

・ 談合情報対応マニュアル等を運用するに当たって、談合情報及び談合疑義事実

を本局に全て報告しているとのことであった。 

・ 入札談合に関する情報及び入札談合に関する疑義事実の該当性判断については、

談合情報対応マニュアル等に基づき、事案が発生した都度、経理課・発注担当課・

副所長による確認を経て、最終的に事務所長が判断していた。 

・ 入札談合に関する疑義事実の該当性判断については、発注担当課が中心になっ

てチェックし、技術副所長、最終的に事務所長による確認を経て、本局の公正入

札調査委員会事務局へ報告して判断を仰いでいた。 

・ 業務に支障をきたしているかどうかについては、あえていえば、チェックを短

時間で行う必要があることと、本局に報告した場合に回答が返ってくるまでに時

間が数日から遅いと１週間かかるという点はあるが、特段業務に支障は生じてい

ないとのことだった。 

 

（関東地方整備局高崎河川国道事務所） 

・ 高崎河川国道事務所の平成２５・２６年度における応札・落札状況（一般土木

工事Ｃ等級）は、平均落札率が平成２５・２６年度ともに９１％台で推移してい

るが、時期によっては、落札率が９５％超で、入札参加者数が少ない工事が多く

を占める時期がある。 

・ 高崎河川国道事務所は、平成２５・２６年度の平均落札率等は把握しており、

関東地方整備局の平均落札率（平成２５年度９２．２％、平成２６年度９２．４％）

と比較して特段注意を要するような数値となっていないと考えていた。 

・ 不調・不落対策としては、資格要件の緩和（等級区分や地域要件を拡大、実績

要件を緩和するなど。）、見積活用方式の導入等工夫しているとのことであった。 

・ 談合情報対応マニュアル等を運用するに当たっては、事案発生の都度、経理課、

発注担当課、副所長（事）・（技）で確認し、事務所長が判断している。特に入札

談合に関する疑義事実については、発注担当課や経理課がチェックし副所長へ報

告し、事務所長が判断して、本局（公正入札調査委員会）へ全て報告している。 

また、開札中にあっては、入札執行官が、疑義が発生した都度、上記と同様の
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報告をしている。 

 

（北陸地方整備局松本砂防事務所） 

・ 松本砂防事務所の平成２６年度（繰越し分を含む契約総額は３３億円。ちなみ

に２５年度は７０億円。）における応札・落札状況（一般土木工事Ｃ等級）は、平

均落札率が９５％程度と高く、前年度より上昇している。砂防工事の現場は急峻

な山岳地帯で、現場条件が厳しく、危険が予想されるため、基本的に外の地域の

業者は手が出しにくい傾向があるが、平成２６年度の落札率の上昇の原因は、よ

く分からないとのことであった。 

・ 松本砂防事務所は、不調・不落の発生は電気や建築（営繕）で発生しており、

これらはオリンピックや復興の関係から全国的に発生している状況であること

から、地域的なものではないと認識しているとのことであった。 

・ 平成２７年度については、工事件数は少ないが平均落札率は９３％台に落ちて

きているとのことであった。 

・ 松本砂防事務所は、こうした状況を把握・分析しており、その結果についても

本局コンプライアンス推進本部会議に報告していた。  

・ 松本砂防事務所は、談合情報対応マニュアル等を運用するに当たって、入札談

合に関する情報及び入札談合に関する疑義事実を本局に全て報告しているとの

ことであった。入札談合に関する情報が寄せられたことはないが、入札談合に関

する疑義事実については、副所長（技術）が該当性を判断しているとのことであ

った。談合情報対応マニュアル等を運用するに当たっては、調査審議に要する期

間が長い場合、冬期工事ができないなどの現場条件により工事が遅れ、年度内に

工事ができないといった支障が発生し得るとのことであった。 

 

（中部地方整備局沼津河川国道事務所） 

・ 沼津河川国道事務所の平成２５・２６年度における応札・落札状況（一般土木

工事Ｃ等級）は、平成２５・２６年度ともに平均落札率が約９５％を超える率で

推移している。沼津河川国道事務所は、落札率は平素から注視すべきと考えてお

り、上記状況を把握しているとのことであった。 

・ 本局においても、こうした状況は認識していると思うが、本局からの指導・助

言は特にないとのことであった。 

・ 入札談合に関する疑義事実の該当性判断にあたっては、発注担当課が中心にな

ってチェックして、技術副所長、最終的に事務所長による確認を踏まえて、本局

の公正入札調査委員会事務局へ報告して判断を仰いでおり、把握した入札談合に

関する情報及び入札談合に関する疑義事実は、マニュアル等にしたがって、全て

本局に報告しているとのことであった。 
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・ 談合情報対応マニュアル等を運用するに当たって、業務に支障をきたしている

ことはないとのことであった。 

 

（中部地方整備局清水港湾事務所） 

・ 清水港湾事務所の平成２５・２６年度における応札・落札状況（港湾土木工事

Ｂ等級）は、平均落札率が平成２５年度から平成２６年度にかけて９３％から９

５％へと上昇していた。 

・ 清水港湾事務所は、品質管理課で工事一覧表を作成するなどして上記状況を把

握しており、その要因については「件数の多い防波堤の工事は、従来からの継続

案件であるため、過去の類似案件を参考に積算することが可能であり、また積算

基準及び単価（石材、労務等）も公表されていることから、積算の精度を高め落

札率が高くなったものであると思われる。また、落札率については、入札参加業

者による個々の入札行動であることから、発注者として詳細な要因等はわからな

い。ただし、例えば、地域によっては波が高くなるなどの理由により工期が延び

るリスクがあるところ、港湾土木Ｂ等級工事のように比較的契約金額が低い工事

の場合には、そのようなリスクを吸収しづらいため、結果として高い応札率にな

ってしまうのではないか。」と認識していた。 

・ 本局からも平素から応札状況を注視するように指導を受けているとのことであ

った。 

・ 不調・不落の案件は内容を見直して再公告しているとのことであった。 

・ 入札談合に関する疑義事実の該当性判断に当たっては、事務所長において判断

をしているとのことであった。 

・ 談合情報対応マニュアル等の運用については、該当例はないが、該当案件が発

生した場合は、マニュアル等に従って、全て本局に報告することとしているとの

ことであった。 

 

（近畿地方整備局紀南河川国道事務所） 

・ 紀南河川国道事務所の平成２５・２６年度における応札・落札状況（一般土木

工事Ｃ等級）は、平均落札率が、平成２５年度は約９７％、平成２６年度は約９

６％であり、落札率９５％超の工事の割合が、平成２５年度で３９／４７、平成

２６年度で９／１４と高く、入札参加者が少なく、「１者もしくは１者を除く全

て辞退」が両年度とも５０％を超えていた。 

・ 事務所は、上記状況を把握しており、その要因については、平成２５・２６年

度の工事は、平成２３年の紀伊半島大水害の復旧工事が県内のいたる処で行われ

ており、多くの施工業者が手持ち工事を抱えていたことに加え、当事務所の改築

道路の供用に向けて、同時に多くの工事を発注していたため、受注者側の技術者
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数が不足し入札参加者が少なくなったり、参加工事を厳選していたためでないか

と推測しており、無理な競争をして落札する必要性が減ったためと思われるとの

ことであった。 

事務所では、辞退した事業者に対して個別に理由をヒアリングすることとして

おり、そのことは、発注者として事業者の行動を見ているという状況を伝える効

果も有すると認識しているとのことであった。 

・ 本局からも落札率が相対的に高いという情報とともに、気をつけるようにとの

指導を受けているとのことであった。 

・ 紀南河川国道事務所における不調・不落の案件については、個別に事業者への

ヒアリングを実施し、その内容を踏まえ、地域要件の緩和や工事の分離など内容

を見直して再発注しているとのことであった。 

・ 談合情報対応マニュアル等の運用については、事案が発生した都度、経理課・

発注担当課による確認を経て、事務所の入札・契約手続運営委員会に図り判断し

ている。平成２６年度からは、入札談合に関する疑義事実の該当性判断にあたっ

て、発注担当課がチェックを行い、事務所の入札・契約手続運営委員会に図り、

その結果を本局の公正入札調査委員会事務局へ報告して判断を仰いでいるとの

ことであった。 

・ 談合情報及び談合疑義事実を本局に全て報告しており、談合情報対応マニュア

ル等を運用するに当たって、業務に支障をきたしているということはないとのこ

とであった。 

 

（中国地方整備局浜田河川国道事務所） 

・ 浜田河川国道事務所の平成２５・２６年度における応札・落札状況（一般土木

工事Ｃ等級）は、平成２５年度から平成２６年度にかけて平均落札率が約９１％

から９３％に上昇し、１入札当たりの平均入札者数が５．４者から２．９者に減

少し、落札率９５％超の件数が１件から６件に増加している。 

・ 浜田河川国道事務所においては、適正な入契、品質確保、現場の事故防止の観

点から事務所長が独自に、一般土木だけでなく中国地方整備局全ての工事契約

に関し、契約ＤＢ,ＣＯＲＩＮＳ及び本局提供のデータを分析し、落札率、契約

業者状況、元請け現場配置人員の状況等を分析し、公共工事が適切に執行される

よう指導を行っているとのことであり、上記状況を把握しているとのことであ

った。 

このような状況となっている要因については、平均落札率は平成２５年５月

からの調査基準価格引き上げに伴い一般土木、維持修繕工事は上昇傾向にある

が、平成２５年度に比し平成２６年度は横ばい、平成２７年度はやや減少傾向に

あり、これは、本官橋梁上部工事３件の低い落札率によるものであり、局平均落
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札率よりやや高く、平成２６年度の一般土木落札率の上昇は浜田三隅道路の部

分開通を控え大規模な一般土工工事が少なかったことと、平成２５年７月・８月

の山陰豪雨に伴い自治体の発注工事（復旧工事）の増加の影響により各社の技術

者配置が困難になるなどの影響を受けたものと考えられており、維持工事も同

様のものと考えられていた。事務所においては、平成２６年度に事業者との意見

交換を２度開催し、技術者数などの実態について把握し、技術者要件の緩和を行

うなどの対策を行ったとのことであった。 

平成２７年度については、三隅益田道路の橋梁下部工の発注が多くあり、一般

土木の参加要件を本支店営業所に拡大したことで、競争原理により落札率は低

下しており、発注工事全体では局平均落札率と大きく乖離しておらず、他事務所

と比較しても特に問題はないと考えられていた。 

・ 本局契約課からは応札落札状況に関するデータ提供をされているが、浜田河川

国道事務所は、本局からは特段の指導、助言は受けていないとのことであった。

なお、浜田河川国道事務所で分析した情報について本局に情報提供していると

のことであった。 

・ 浜田河川国道事務所は、不調・不落の工事、業務は内容を見直して再公告して

いるとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所は、談合情報対応マニュアル等を運用するに当たって、事

案が発生した都度、経理課・発注担当課・副所長による確認を経て、最終的に事

務所長から報告しているとのことであった。 

入札談合に関する疑義事実の該当性判断にあたっては、発注担当課が中心に

なってチェックして技術副所長、最終的に事務所長による確認を踏まえて本局

の公正入札調査委員会事務局へ報告して判断を仰いでいるとのことであった。 

・ 浜田河川国道事務所は、談合情報対応マニュアル等を運用するに当たり、マニ

ュアル等にしたがって全て本局に報告しており、業務に支障をきたしていると

いうことはないとのことであった。 
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（参考１）北海道開発局小樽開発建設部における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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（参考２）東北地方整備局新庄河川事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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（参考３）関東地方整備局高崎河川国道事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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（参考４）北陸地方整備局松本砂防事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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（参考５）中部地方整備局沼津河川国道事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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（参考６）中部地方整備局清水港湾事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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（参考７）近畿地方整備局紀南河川国道事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 

 

 



 

 

- 55 - 

 

（参考８）中国地方整備局浜田河川国道事務所における応札・落札状況のグラフ 

※折れ線（赤色）：落札率、折れ線（青色）：調査基準価格割合 
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２．本局の取組状況 

（１）入札監視委員会の運営状況 

 

（北海道開発局） 

・ 北海道開発局入札監視委員会においては定例会議を半年ごとに年間２回、開発

建設部入札監視委員会においては定例会議を四半期ごとに年間４回に開催して

いるとのことであった。 

・ 「北海道開発局入札監視委員会の設置及び運営について」の第３条(委員会の

委員及び任期等)では、委員の明確な委嘱期間を設けていないが、現在の在任期

間の平均は６年ほどとのことであった。ただし、弁護士など後任の委員が見つか

らないという理由で、現在１４年の在任期間の委員がいるとのことであり、地方

整備局長あて「入札監視委員会の運用上の留意点について」（平成１３年３月３

０日付本省通知）の別紙「入札監視委員会の運用上の留意点について」第１（１）

において、委員の委嘱期間について、委員会の審議の硬直化を防ぐ観点から、「委

員の委嘱期間は概ね５年以内とすることが望ましい。」と規定されているところ

とは乖離が見られた。 

・ 管内における入札談合に関する情報及び入札談合に関する疑義事実の各内容

等については、本局では全道分、開発建設部では自部局分を定例会議で報告して

いるが、この報告に係る審議においては、談合情報や疑義の内容、対応状況につ

いて個々に説明し委員の質問、ご意見をいただいているが、調査・審議の方法に

ついて意見をいただいたことはないとのことであった。 

・ 定例会議において審議の対象となる事案については、以前、抽出案件数を増や

すことを検討したことがあったが、一審議当たり２時間としているため、個別案

件審議の時間が非常に短くなることから、委員のご意見で現在の審議件数とし

た経緯があるとのことであった。 

・ 審議案件の抽出は委員会が当番委員を決めて行っている。開催の１か月から２

か月前に事務局が抽出用に落札率、入札参加状況等を取り纏めた資料を持参し

て、任意に案件を抽出いただいている。場合によっては当番委員から追加で資料

などを求められることもあるとのことであった。 

・ 本局の入札監視委員会で行っている個別案件の審議は、主に発注者における参

加資格の設定や落札決定に至る過程を審議していただいている。特に参加者数

が少ない案件については、その要因についての質問が多く出されているとのこ

とであった。例えば、平成２６年度第２回北海道開発局入札監視委員会の定例会

議において審議された札幌開発建設部改修１４建築その他工事（一般競争入札）

については、一者応札となった理由について委員から質問があった。なお、当該

質問に対してはその理由は不明であると回答しているとのことであった。 
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・ 委員から受けた指摘等については、開発建設部の話ではあるが、審議の際の資

料等について改善を求められて対応したようなケースがある。例えば、委員の求

めに応じてプロポーザル案件等について、具体的な提案内容等を資料として添

付するなどしているケースもあるとのことであった。 

・ 今後、高知談合事案の発生を踏まえて、北海道開発局内の開発建設部における

平均落札率の傾向や談合情報等の有無などに着目して、審議対象事案を抽出又

は検討することについては、「現状、審議案件の抽出にあたって、委員にそれぞ

れの案件の落札率や入札状況等を示しており、言われているような観点を加え

ることは可能であるが、開発建設部での実施の有効性については、よく分からな

い。」とのことであった。 

・ 地域ごとの落札状況については、従前より、開発建設部の入札状況等について

注視し必要に応じ分析を行っているが、今年度からは官房地方課と調整しなが

ら、応札・落札状況の分析を行っている。入札監視委員会には、現在までのとこ

ろ分析内容について報告を行った事例はないとのことである。 

・ 従前より過去に事案のあったような工種については、入札状況等について注視

しているところであり、前述の分析等も含め公正な入札が保たれるよう、必要に

応じて分析を行っていくこととしている。入札監視委員会には、現在までのとこ

ろ分析内容について報告を行った事例はないとのことであった。 

 

（東北地方整備局） 

・ 定例会議は、委員会規則に基づき、四半期に１回開催しているとのことであっ

た。 

・ 委員の委嘱については、原則５年以内としており、５年を超えて委嘱したこと

はないとのことであった。 

・ 定例会議においては、管内における入札談合に関する情報及び入札談合に関す

る疑義事実の各内容等が全件報告されている。談合情報及び事情聴取を含め審議

した談合疑義事実については、個別に、情報等の内容や公正入札調査委員会の対

応状況について説明しているとのことだった。委員からは、談合情報の信憑性、

情報内容の確認や事情聴取等の審議経過に対しての質問がされているとのこと

であった。 

・ 定例会議の審議対象案件は、委員の持ち回りで無作為に抽出いただいている。 

・ 「再度入札における１位不動状況」及び「低入札価格調査制度調査対象工事の

発生状況」については、概ね２年で全ての工事種別が対象となるように、毎回３

工種を抽出して頂いているとのことであった。 

・ 抽出事案については、個別案件ごとに競争参加資格要件等を説明したのちに委

員の審議をいただいており、競争性の確保の観点から入札参加者を増やせないか
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などの意見をいただくことが多いとのことであった。 

しかしながら、地域要件については、特に道路維持工事など、即応性、地元精

通性が求められるため緩和することが難しい案件もあり、また、施工実績につい

ても緩和が難しい案件があるとのことであった。 

特に新庄のように３つの生活圏に分かれている遠隔地については、①そもそも

営業所を設けている業者が限られていること、②砂防工事等の現場は営業所から

の移動距離が長く、土石流などのリスクもあり、作業員の確保の問題もあり、営

業所を設けていない事業者には敬遠されること、③同地域での発注工事が限られ

ており、事業者が営業所を新設する動きは考えにくいこと、④東北では土木Ｃの

場合は他県から入ってくる例が稀であること等から、競争性の確保には限界があ

るとのことであった。 

ただし、一般土木の拡大Ｃ（３億超）では宮城県内の工事で隣県が応札する例

もあるとのことであった。 

・ 委員から受けた指摘等については、発注時期を適切なものとするよう発注時期

の平準化についても努めていく等入札・契約業務に反映させるように努めていく

旨回答しているとのことであった。 

・ 入札監視委員会では、直近３か月間の工事等の中からの審議対象事案をクロス

セクション的な視点に立って抽出しているが、談合が一定の継続性のあるもので

あることを考えると、事務作業の過度な負担とならない限りで、タイムシリーズ

的な視点での資料を作成し、これを委員にお示しして、審議対象事案を抽出いた

だくことも考えていくべきかもしれないとのことであった。 

・ 地域ごとの落札状況については、事務所ごとの落札率、業者ごとの落札額など

を本局契約課が作成した上で本局及び事務所ホームページにおいて公表してい

る。本局は、このような作業を通じて地域ごとの落札状況を注視しているが、入

札監視委員会には報告はしていないとのことであった。 

・ ＮＥＸＣＯ東日本などが発注した東北地方における道路舗装工事については、

平成２７年１月下旬に強制捜査が入ったということもあり、その後３月に開催さ

れた入札監視委員会でも報告したが、今後も注視することが大事であるとの意見

があった。 

 

（関東地方整備局） 

・ 本局では、入札監視委員会の定例会議を、四半期ごとに、年間４回開催してお

り、委員の委嘱期間は、本省通知（平成１３年３月３０日付け「入札監視委員会

の運営上の留意点について」）に基づき、５年以内で委嘱しているとのことであ

った。 

・ 本局では、入札監視委員会において、定例報告として、全ての談合情報及び疑
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義事案について、談合情報及び疑義事実の内容、公正入札調査委員会の対応状況

等を報告しているとのことであった。 

・ 入札監視委員会の審議対象となる事案は、各委員の持ち回りで、原則、無作為

に抽出しているとのことであった。その際、事務所や工種のバランス等を考慮し

て抽出するようお願いしているとのことであった。 

・ 再度入札における一位不動状況については、毎回、全ての工事種別について報

告しており、等級区分のある工事種別については、等級区分別に報告していると

のことであった。また、「一般土木」、「維持修繕」の工事種別については、工事内

容別の内訳を作成し、報告しているとのことであった。低入札価格調査制度対象

工事の発生状況についても、毎回、全ての工事種別について報告しているとのこ

とであった。 

・ 本局では、抽出事案に係る競争参加資格の設定等が適切に行われているかどう

かという点は、事務局から、個別案件ごとに競争参加資格要件等を説明し、委員

から質問等を受けており、参加者が少ない場合、より競争性を高める（競争参加

者を増やす）工夫を求める意見の他、配置予定技術者の資格要件の設定の考え方

等についての質問があるとのことであり、審議内容については、所見は特に無い

とのことであった。 

・ 委員から受けた意見等について、入札・契約業務の改善の参考にさせていただ

くと回答し、個別案件ごとの競争参加資格の表現の改善等を行うなどの対応をし

ているとのことであった。 

・ 入札監視委員会では、案件抽出は委員の無作為抽出が基本とされており、抽出

時における動向などを注視しつつ、談合情報の有無や平均落札率の傾向などを抽

出の際に情報提供するということも一案と考えられるとのことであった。その際、

情報提供に伴う事務負担（管内約１３００件に及ぶ工事件数について種別ごとの

平均落札率等を整理するには相応の事務負担が生じる）や抽出委員に予見を与え

ないような情報提供の行い方に配慮する必要があると考えられるとのことであ

った。また、過去の談合事案等を踏まえた観点からの抽出を入札監視委員会で継

続的にチェックを行っているが、いつまで見続けるべきかについて明確にするこ

とも必要と考えるほか、現場では何を見られるかが分からないという無作為抽出

による緊張感も大事であり、見るべき工事種別をどう抽出するかもポイントでは

ないかとのことであった。 

・ 平成２５年度から、事務所ごとの一般土木Ｃ等級の平均落札率を毎月ホームペ

ージで公表し、高い落札率で高止まりしていないか継続的に分析しているが、入

札監視委員会には報告していないとのことであった。 

 

（北陸地方整備局） 
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・ 定例会議は四半期に１回開催しているとのことであった。 

・ 委員の委嘱期間は、本省通知に基づき、概ね５年以内となっているとのことで

あった。 

・ 定例会議においては、管内における入札談合に関する情報及び入札談合に関す

る疑義事実の各内容等が全件報告されている。入札談合情報は該当がないが、疑

義事実については、事務局が、公正入札調査委員会の審議結果を説明した上で委

員による審議がされているとのことであった。 

・ 「再度入札における１位不動状況」及び「低入札価格調査制度調査対象工事の

発生状況」については、本省からの通知に従って、該当するもの全てを報告して

いるとのことであった。 

・ 定例会議の審議対象案件は、委員においてニュートラルな見地で抽出いただい

ており、１件１件掘り下げた審議を行うとの観点から見て適切な案件数を抽出す

るという考え方によっているとのことであった。 

・ 抽出については、第一部会では、委員により事前に無作為抽出の方法で行われ

ているとのことであった。 

・ 抽出事案に係る競争参加資格の設定等について委員によって審議されており、

審議の過程においては、一者応札の事案等について入札参加者をどう増やせるの

か等についても話題となるとのことであった。 

・ 高知事案をふまえ、落札率が高い傾向が続いていること、あるいは、談合情報

があること等に着目する等新たな視点に立った審議対象案件の抽出方法の設定

が考えられているか否かという点については、 

①委員においても抽出に当たって落札率が高いことを一定程度考慮されている

のではないかと思われる 

②本局は、本省から示された条件下で、委員の判断による抽出を受け止め、審議

を支える立場であると認識している 

③維持管理の時代への移行や一定期間での落札率の推移等の観点を案件審議の

中に生かしていくことも今後の課題なのかもしれない 

という所見であった。 

 

（中部地方整備局） 

・ 本局では、入札監視委員会の定例会議を四半期ごとに、年４回開催しており、

委員の委嘱期間は原則、５年以内で委嘱しているが、弁護士においては委員を推

薦する弁護士会の規定により４年となっているとのことだった。なお、委員は８

名で第一部会（建設）５名、第二部会（運輸）３名により構成されており、部会

ごとに審議されているとのことだった。  

・ 本局では、入札監視委員会の定例会議において、定例報告として、公正入札調
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査委員会において付議のあった談合情報及び談合疑義事実案件全てを報告して

いるとのことだった。 

また、入札監視委員会の各委員には談合情報及び事情聴取を含め審議した談合

疑義事実案件については、情報等の内容や公正入札調査委員会の対応状況等を資

料に基づき詳細を事前説明しており、定例会においては質問等ないとのことから、

引き続き適切に対応していきたいとのことだった。 

・ 本局では、入札監視委員会の定例会議において審議の対象となる事案は、その

抽出に当たっては各委員の持ち回りで事前に無作為の方法で行われているとの

ことだった。 

また、第二部会においては、その抽出方法は第一部会と同様に無作為の方法で

行われているとのことだった。 

なお、各委員においては審議時間も長く、抽出案件にも時間を費やしているこ

ともあり、件数について本局として所見は、特にないとのことだった。 

・ なお、第一部会においては、事務所のバランス等を考慮して抽出していただい

ているとのことだった。  

また、第二部会においては、入札・契約方式、事務所のバランスに加えて１社

応札も考慮して抽出していただいているとのことだった。 

抽出方法については、委員は１者応札、落札率等の観点で抽出していると理解

しており、本局として所見は、特にないとのことだった。 

・ 再度入札における１位不動状況及び低入札価格調査制度調査対象工事の発生状

況の報告に係る工事種別及び等級区分等は、第一部会では、年度内に全ての全工

事種別が対象となるように抽出し、第二部会では、概ね２年間で一通りの工事種

別が対象となるよう抽出している。 

等級区分のある工種が抽出された場合は、等級区分別に資料を作成、報告して

おり、抽出方法について、所見は特にないとのことであった。 

・ 抽出事案に係る競争参加資格の設定等が適切に行われているかどうかについて

は、本局から、個別案件ごとに、競争参加資格要件等を説明したうえで、委員か

ら質問等を受けている。競争参加者が少ない事案については、競争性を高める観

点から、本店・支店・営業所の所在地の地域要件や、同種・類似工事の施工実績

について、委員から意見をいただき、それを踏まえた見直しを行う例があるとの

ことであった。 

・ 委員から受けた指摘等については、しっかりと受け止めており、競争性を高め

るため、地域要件を広げたり、適切な発注時期とするため、発注の平準化につい

て努めるなど、入札・契約業務に反映させるよう努めているとのことであった。 

・ 入札監視委員会では、審議対象案件の抽出に当たって、落札率が高いこと及び

参加者数が少ないことに着目して抽出されることが多々ある。また、談合情報等
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については、公正入札調査委員会で、適切に対応するとともに、談合疑義案件に

ついては、定例会議等で報告していることから、委員から談合情報等に着目した

抽出はなく、今後も、この様な方法で適切に対応していきたいと考えているとの

ことであった。 

なお、一般土木Ｃ等級の落札率が９５％を超えることも多いため、全工事の平

均落札率や参加業者数などの情報を、第１回入札監視委員会の定例会議において

前年度分を報告しているとのことであった。 

・ 地域ごとや業種ごとの落札状況については、建設分野では、昨年度から、事務

所ごとの一般土木Ｃ等級の平均落札率を事務所及び本局において注視・分析し、

港湾分野では、平成２５年度から、事務所ごとの港湾土木Ｂ等級の平均落札率を

事務所及び本局において注視・分析しており、いずれも毎月公表しているとのこ

とであった。 

また、公正入札調査委員会に付議したものについては、入札監視委員会に報告

しているとのことであった。 

 

（近畿地方整備局） 

・ 本局では、入札監視委員会の定例会議を、規則に基づき、四半期ごとに年間４

回開催している。 

・ 委員の委嘱期間は、本省通知に基づき、概ね５年以内となっているとのことで

あった。 

・ 入札監視委員会の定例会議においては、全ての談合情報及び談合疑義事実案件

について、内容及び公正入札調査委員会の対応状況を説明し、委員から質問をい

ただいており、平成２６年９月からは、委員からの提案により、事情聴取してい

ない案件についても、公正取引委員会に送付しているとのことであった。審議内

容については、特に所見はないとのことであった。 

・ 入札監視委員会の定例会議において審議の対象となる事案の件数について、特

に所見はないとのことであった。 

・ 審議対象案件は、各委員の持ち回りで、原則、無作為に抽出されている。また、

抽出方法について、特に所見はないとのことであった。 

・ 再度入札における１位不動状況及び低入札価格調査制度調査対象工事の発生状

況の報告については、毎回全ての工事種別、等級区分のある工事種別は等級区分

別に報告しており、説明は要約版により、工事種別ごとの発生件数、率を説明し

ている。総合評価方式で無効件数は増加しており、低入調査件数は極端に減少（過

去３年では年間３～６件）しているとのことであった。 

１位不動状況の報告については、入札回数制限以降激減しているが、問題が無

いことを報告する意味で必要と考えている。低入札価格調査制度調査対象工事の
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発生状況については、会議開催年度前５年度分を資料として提出しているが、５

年度分も必要ないのではないかと考えているとのことであり、要約版では３年度

分の件数のみ報告しているとのことであった。 

・ 抽出事案に係る競争参加資格の設定等が適切に行われているかどうかについて

は、事務局から、抽出案件ごとに業者選定に関する契約方式・競争参加資格要件・

指定テーマ・参加申請者数・入札者数・技術評価点・入札調書・入札結果等を説

明し、委員から質問等を受けている。 

委員からは、参加申請者のうち辞退者がいる場合何か事情があるのか、参加者

が少ない場合他の者が入札に参加しにくい状況があるのか、落札率が高いのは何

故か、予定価格超過が多い原因は何故か、などの質問があるとのことであった。 

・ 委員から受けた指摘等については、入札・契約業務の改善の参考にさせて頂い

ており、個別案件で参加者が少なかった場合などでは、業務の履行実績に係る要

件を拡充するなど競争参加資格の要件の改善等を行っているとのことであった。 

・ 現在、入札監視委員会の審議対象事案は、原則、無作為に抽出しているが、談

合情報の有無や事務所ごとの平均落札率の傾向などを情報提供することは、必

要な抽出作業環境であると考えており、その場合、今日の提出資料に含まれてい

る表一枚くらいでよいのではないかとのことであった。また、談合情報について

も、同様に対応することは可能等と考えているとのことであった。 

その際、事務負担を考慮して、事務所ごとの平均落札率は、一般土木Ｃを対象

として情報提供し、委員の意見があれば、可能な範囲で工種・等級の追加を行う

ことがよいのではないかとのことであった。 

・ 地域ごとの落札状況については、毎月行われるコンプラ推進本部会議で、２事

務所の所長から一般土木Ｃと全体の落札率、受注シェアの状況を報告し、契約課

からは年１回、全事務所分の一般土木Ｃの落札率、受注シェア（大規模事務所の

み）の推移を報告しており、別途、契約課内で四半期ごとの入札状況の分析を実

施している。分析結果については、入札監視委員会には報告はしていないとのこ

とであった。 

 

（中国地方整備局） 

・ 本局では、入札監視委員会規則に基づき入札監視委員会の定例会議を四半期ご

とに年４回開催しているとのことであった。 

・ 本局では、委員の委嘱期間は５年以内で行っているとのことであった。 

・ 本局では、入札監視委員会の定例会議において、定例報告として、入札談合に

関する情報及び入札談合に関する疑義事実の各内容、公正入札監視委員会の審

議状況等を全件報告しており、これまで委員からは報告に対して質問・意見は出

されていないとのことであった。 
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・ 本局では、入札監視委員会の定例会議において審議の対象となる事案の抽出に

当たっては各委員の持ち回りで、原則、無作為に抽出して頂いており、委員の関

心（落札率、一者応札等）に応じて任意に抽出されている実態であり、抽出方法

に関して、中国地方整備局として特に所見はないとのことであった。 

また、審議時間について、平成２７年度第２回定例会までは審議時間を２時間

３０分としていたが、時間を超過するなどやや窮屈な場合があったことから、十

分な審議時間をとりたいとの委員の意見も踏まえ、第３回以降、審議時間を３時

間と改善したとのことであった。 

・ 本局では、再度入札における一位不動状況は、毎回、全ての工事種別について

等級区分別に報告しており、低入札価格調査制度対象工事の発生状況について

も、毎回、発生した全ての案件について報告しており、抽出はしていないとのこ

とであった。 

・ 本局では、抽出事案の個別説明において、事業の概要と競争参加資格の設定理

由等を説明し、委員からの質問等を受けており、質問内容は主に、参加者が少数

の場合に、考えられる理由や過去の入札参加状況、参加資格要件（会社・技術者）

設定の考え方、要件緩和の可否等であるとのことであった。 

・ 委員からの意見等で参考となるものに対しては「今後の参考にしたい」として

回答しているとのことであり、平素から委員の質問内容等を事務手続きに反映

するよう心がけているとのことであった。 

・ 入札監視委員会では、基本的に審議対象事案は無作為に抽出すべきものとされ

ているが、抽出に際し、談合情報の有無あるいは平均落札率の傾向などを情報提

供することも可能であると考えられるとのことであった。このような視点で注

視しているということを事務所や業界に伝えることは抑止効果として期待され

ると考えられ、一方、委員による審議事案の抽出選定の余地や審議時間への配慮

等も踏まえ、運用方法については検討を要するのではないかとの考えであった。 

・ 地域ごとの落札状況については、昨年の秋から契約課において、事務所ごと、

工事種別ごとに落札率、入札参加者数、業者別受注実績、談合疑義事実の確認基

準による分析を行っているが、その結果は入札監視委員会には報告していない

とのことであった。 
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（２）本局から事務所等への指導・助言状況等 

 

（北海道開発局） 

・ 本局及び開発建設部の課所長に対して、コンプライアンス講習の実施や、コン

プライアンス・ハンドブック、コンプライアンス通信を配付し、課所長が職場内

ミーティング等において部下職員への周知や意見交換を行う取組を実施してい

るとのことであった。 

その他、全職員にコンプライアンス携帯カードの配布や、ｅ－ラーニングを実

施し、コンプライアンスの知識・意識の向上に取り組んでいるとのことであった。 

また、開発局では、法令遵守にとどまらず社会的使命を果たしていくことがコ

ンプライアンスの真の目的であると捉え、その達成に向けて組織を活性化する

ため、風通しの良い組織風土づくり、人材育成、効果的な業務運営に取り組んで

いるとのことであった。 

開発建設部における推進状況については、本局推進本部において開発建設部

長から報告を受け、取組状況の確認をするとともに、意見交換や必要な指導を行

っているとのことであった。 

・ 開発建設部における平均落札率の傾向や談合情報等の有無に着目した本局の

指導等については、本局では毎月、開発建設部の平均落札率の推移について作成

し、年度ごとの受注者のデータと併せて送付し、自発注分工事の入札状況等を注

視するように指導しているとのことであった。 

・ 発注者支援業務においては、受注者に厳格な守秘義務の遵守を求めているとこ

ろである。また、積算補助業務においては具体的な金額が算出されないようにし、

技術審査業務においては技術提案や施工計画等の審査を行わせていないことか

ら、同一企業による受注により問題が生じることは想定していないとのことで

あった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準につ

いては、入札談合に関する疑義事実の付議基準について、工事及び業務について

は、平成２１年度に設定し、平成２３年度に談合情報対応マニュアルを整理、平

成２５年度に見直し等を行っている。また、物品・役務については、平成２４年

度から設定しており、平成２５年度に見直し等を行っているとのことであった。 

・ 談合情報については、職員しか知り得ない情報が漏洩していると思われる場合、

関与したとされる職員が特定できる場合、関与の具体の態様が判別できる場合、

また、メモや録音テープなど具体的な物証が寄せられた場合などには、職員への

事情聴取を行うこととしているとのことであった。 

 

（東北地方整備局） 
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・ 本局におけるコンプライアンスの取組としては、例えばコンプライアンス意識

の高揚などの取組状況を、一般監査（今年度は１２事務所）を通じて確認してい

る。一般監査以外でも、適正業務管理官は、コンプライアンス通信などを通じて

発注者綱紀保持や、発注事務以外のコンプライアンス全般について、職員の意識

啓発に取り組んでおり、コンプライアンス・ミーティングに関しても具体的事例

などを作成した上で事務所に送付し実施させている。特にワールドカフェ方式な

どを利用した際には、職員から様々な意見が出てくるなど有意義だったと聞いて

いる。そのほか公正取引委員会から講師を招くなどしているとのことであった。 

・ 発注者支援業務の委託先における情報管理の徹底については、業務ごとには確

認しているが、例えば積算補助業務及び技術審査業務について同一の会社が受注

した場合の分離体制については、明確なルールがない上、具体的な支障も生じて

いないため、現在確認まではしていないとのことであった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準につい

ては、これを設定し、適宜見直しを行っているが、事務所等からの意見を踏まえ

た見直しということも考えられるが、東北地方整備局独自に行ったことはないと

のことであった。 

・ 職員の関与のおそれがある場合の事情聴取については、具体的な基準は設けて

いないが、談合情報等対応マニュアルに基づき、公正入札調査委員会にて審議し、

適切に対応しているとのことであった。 

 

（関東地方整備局） 

・ 本局では、事務所等におけるコンプライアンスの推進状況について、基本的に

は一般監査（３年間で全事務所を一巡。現時点で全事務所実施済み）において、

主任監査官が、事務所長・副所長から個別にコンプライアンス推進計画の取組状

況、事業者との接触や対応状況、情報管理の状況をヒアリングして確認している。

また、毎月、本局におけるコンプライアンス推進本部開催時に２事務所長からも

同様の内容について報告して頂き確認している。さらに、適正業務管理官が全事

務所に赴いて、コンプライアンスに関する講習と意見交換を行っているほか、「公

務員の不祥事等」の毎月配信と「コンプライアンスメール」の随時配信及び「コ

ンプライアンス・ミーティング」の題材を四半期ごとに配信している。なお、「コ

ンプライアンス・ミーティング」の題材については、毎回３問（発注事務、倫理

法、情報セキュリティの３種類。）を配信しているが、特に発注事務に関する題材

は似たような事案が多くなりがちな面もあり、既に各地整間で連携をとる等によ

り題材を工夫しているとのことであった。 

そのほか、今年度から新たに職員のコンプライアンス意識を更に高めるための

取組として、１１月１２日（木）～１１月１８日（水）までの１週間を「関東地
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方整備局コンプライアンス週間」と定め、パソコン上における局長によるコンプ

ライアンス遵守メッセージの表示、外部講師による講習会（外部講師の許可を得

て局内テレビを通じて定期的に配信）、コンプライアンス研修用ＤＶＤの映像配

信（局内テレビを通じて配信）などの取組を実施している。なお、本週間後に職

員に対してアンケートを実施したところ、「継続」又は「改善して継続」という意

見が大多数であったが、国家公務員倫理週間（１２月上旬）と時期が近いため時

期を離した方がよいとの意見もあった。 

なお、本局管内においては、平成２５年度から全事務所で事務所ごとに年度コ

ンプライアンス推進計画を策定させ、その実施状況の報告を受けているとのこと

であった。 

・ 事務所等における平均落札率の傾向や談合情報等の有無などに着目した本局に

よる指導等については、本局で毎月事務所の一般土木Ｃ等級の平均落札率の推移

データを収集し、年度ごとの受注業者ごとの受注割合データと併せて極端な傾向

等がないかチェックを行っているが、現在のところ談合疑義等の状況は見受けら

れないとのことであった。 

なお、落札率の高止まり傾向等の状況が見受けられた場合は、その背景を探る

べく事務所へのヒアリング等を行った上で、適切に事務所を指導していきたいと

考えているとのことであった。 

・ 発注者支援業務の委託先における情報管理の徹底の必要性や、積算補助業務と

技術審査業務とを同一の会社等が受注した場合における両業務の分離体制の確

保の必要性については、積算技術業務や技術審査業務の競争参加者が少ないこと

に鑑みれば、これら業務を遂行するための今後の課題であると認識しているとの

ことであった。 

なお、本局管内全ての事務所において、積算技術業務については持ち帰り方式、

技術審査業務については在庁方式を採用しており、両業務の分離体制の確保は図

られているものと考えているとのことであった。また、共通仕様書で「守秘義務」

をかけているとのことであった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準につい

ては、平成２２年１０月に当地整の取扱基準を策定している。また、平成２６年

４月に当地整基準を改正しているが、現時点では、関東地整独自に見直しを検討

する必要性はないと考えているとのことであった。 

・ 職員の関与のおそれがある場合の事情聴取については、談合情報等対応マニュ

アルに基づき、個別事案ごとに公正入札調査委員会の審議により、判断されるも

のと考えているとのことであった。 

 

（北陸地方整備局） 



 

 

- 68 - 

 

 ・ 本局では、コンプライアンス推進本部会議への事務所長等の参画、四半期ごと

の取組状況報告を通じ推進状況を把握しているが、状況に応じ、推進本部会議に

おいて助言、意見等指導しており、その都度、全事務所等で情報共有を図ってい

るとのことであった。 

また、事務所等では、コンプライアンス・ミーティング（テーマ：発注者綱紀

保持等）を規模に応じた組織単位で行うことや外部講師の講習会を近隣事務所と

共催するなどの工夫をしているとのことであった。 

なお、現在、特に問題はないものの、マンネリ化や形骸化、コンプライアンス

の過剰意識での萎縮がないようにする工夫に苦慮しているとのことであった。 

    ・  コンプライアンス研修用ＤＶＤ「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライ

アンス～入札談合等関与行為をなくすために～」（本省作成、平成２６年３月完

成）については、事務所等に当該ＤＶＤを配布し、コンプライアンス推進責任者

（事務所長等）、コンプライアンス指導員（副所長等）の行う講習会等での活用を

指導しているとのことであった。 

なお、研修や本局職員が事務所等で行う出前講座においても活用しており、職

員からはコンプライアンスの重要性の認識に役立ったと声も多くあったとのこ

とであった。 

    ・ コンプライアンス意識の醸成に当たっては、最近の事案、話題となった事案を

中心に取り上げているが、自分の組織ではどうなのか考える事例として、管内で

発生した不祥事事案に対する職員の関心も高いので、（例：鉄道運輸機構職員に

よる北陸新幹線融雪設備工事官製談合）今後とも取り上げて行きたいと考えて

いるとのことであった。 

・ 本局では、事務所等に対して、入札談合に関する情報等について、適正に処理

が行われるよう指導し、事務所はそれらに従い以下のとおり処理を行っている

とのことであった。 

○談合情報の有無について 

   入札談合に関する情報（新聞等報道含む）に接した職員は直ちに局長若し

くは事務所長及び、公正入札調査委員会事務局へ報告することとしている。 

○談合疑義事実の有無について 

談合疑義事実の有無については、その判断基準が概ね定量化されており、

事務所はそれらに従い事務局に報告を行っている。  

・ 平均落札率の傾向などの応札状況の分析については、事務所から報告のあった

案件のうち一般土木工事に該当するものに関して行っている。全事務所の分析を

行っているが、結果について指導を行うということまではしていない。 

・ 本局では、発注者支援業務について、①積算技術業務は、工事発注図面及び数

量総括表の作成、積算資料作成、積算システムへの積算データ入力等、積算のた
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めに必要な業務を行い、②技術審査業務は、入札公告文(案)等の作成、競争参加

資格確認申請書等の分析・整理等、発注手続に必要な業務を行うもので、各々、

共通仕様書第２００２条、第３００２条に業務内容を定めているとのことであっ

た。 

また、発注者支援業務の委託先における情報管理については、業務計画書記載

者の秘密保持、情報アクセス制限・パスワード管理等、共通仕様書第１０１７条

に守秘義務を定めているとのことであった。 

なお、積算補助業務と技術審査業務とを同一の会社等が受注した場合でも、各

業務内容や守秘義務規程の内容から、現状以上の分離体制の確保の必要性につい

ては感じていないとのことであった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準の設定

については、北陸地方整備局公正入札調査委員会において、北陸地方整備局入札

監視委員会（外部有識者：大学教授等５名）の議を経て、平成２２年１１月５日

に制定した後、平成２６年３月１２日にその見直しを行ったとのことであった。 

・ 関係職員から事情聴取を行う場合に検討することとされている「職員による関

与のおそれ」の有無については、明文の基準はないが、入札時に提出が義務づけ

られている工事費内訳書の各項目において、官積算との一致がある場合は、歩掛

かり、単価が公表等されているものかなど不自然な点がないかを確認し、判断し

ているとのことであった。 

 

（中部地方整備局） 

・ 本局では、コンプライアンス推進計画に基づく具体的実施事項の予定を年度当

初に事務所に周知し、円滑な実施を図るとともに、推進本部会議において、コン

プライアンス推進責任者である事務所長から、推進状況について報告を受けてい

るとのことであった。また、その報告に当たっては、実施した事項のみならず、

職員、組織を守る事務所のトップである事務所長のコンプライアンスに対する考

え方、及びその考え方を実行するための具体的な取組等について報告させるよう

にしているとのことであった。 

また、事務所では、副所長を中心として独自の工夫を行っており、例えば、発

生した不祥事事例について職員へ情報提供を行い、意識の啓発を行う等、コンプ

ライアンスの推進に積極的に取り組んでおり、特段の問題点はないとのことであ

った。ただし、沼津河川国道事務所における副所長室の相部屋化状況については、

現在、副所長室間に「のれん」がかけられていることを承知しており、事務所に

対しては当該「のれん」の撤去を指導していくとのことであった。 

なお、平成２６年に本省大臣官房地方課が作成したコンプライアンス研修用Ｄ

ＶＤについては、建設及び港湾ともに、出前講座などを通じて活用しているとの
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ことであった。また、東京都が作成したコンプライアンスＤＶＤも活用している

とのことであった。 

・ 事務所等における平均落札率の傾向や談合情報等の有無などに着目した指導等

については、建設では、本局において、事務所の一般土木工事Ｃ等級における平

均落札率の傾向を分析し、公表以前の過去の事務所別応札状況も把握しており、

平成２６年度からは事務所への情報提供を行っているとのことであった。 

また、談合疑義案件については本局に速やかに報告するよう指導しており、談

合情報により事情聴取等の調査を実施した事務所については、調査の結果を踏ま

え、適宜、今後の発注における工事規模、地域要件などについて指導を行ってい

るとのことであった。 

港湾では、談合情報等、談合疑義についての該当案件はないが、入札結果速報

に基づき本局において事務所の港湾土木工事Ｂ等級における落札率、応札状況及

び過去の応札状況を踏まえた分析し、その情報を港湾空港部長において把握でき

るようにしているとのことであった。なお、事務所においても平均落札率や応札

状況を注視するように指導しているとのことであった。 

・ 発注者支援業務の委託先における情報管理については、「発注者支援業務共通

仕様書」において、その対策を厳格に規定してアクセス制限・パスワード管理、

個人情報の取扱、組織的対策等を実施するとともに、守秘義務及び行政情報流出

防止対策についても規定しているとのことであった。 

積算補助業務と技術審査業務が同一の会社等が受注した場合についても、受注

者は業務で知り得た内容の守秘義務、社員等に対する流出防止対策の徹底等を実

施しており、引き続き適切に対応していきたいと考えているとのことであった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準につい

ては、建設において、平成２２年１２月６日に同基準を新たに策定した後、平成

２６年３月４日に改正を行ったとのことであった。 

港湾においては、平成２２年１２月２４日に同基準を策定し、平成２６年１２

月９日に見直しを行ったとのことであった。公正入札調査委員会においては、こ

こ５年間ほど、談合疑義事実の該当性判断を行う機会はなかったが、判断の流れ

は建設と同様であるとのことであった。 

また、公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準

の見直しについては、建設及び港湾ともに、本省通知を受けて改正を行っており、

中部独自での見直しは行っていないとのことであった。 

なお、沼津河川国道事務所において、近年、平均落札率が高い傾向にあること

については、同事務所が行っている砂防事業・海岸事業・道路事業等の範囲には

入札参加業者が少なく、それが競争性に影響を与えているのではないかと考えて

いるとのことであった。 
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・ 職員の関与のおそれがある場合の事情聴取については、秘密情報の漏洩などで

職員の関与が疑われるとの情報を確認した場合、発注者綱紀保持マニュアルに基

づき、事情聴取を含め事実確認に必要な調査を行うこととしているが、ここ２年

間はそのような事案がなかったとのことであった。 

 

（近畿地方整備局） 

・ 本局では、事務所等におけるコンプライアンスの推進状況について、一般監査

において、事務所長及び副所長に対し、コンプライアンス推進計画の取組状況、

事業者との接触・対応状況、情報管理の状況について個別ヒアリングを行い確認

しているとのことであった。なお、一般監査で事務所の工夫や取組を推奨事例と

して他の事務所に紹介をしており、今年度の監査において「事務所版コンプラ情

報」や「スマホ版コンプライアンス等携帯シート」を活用しコンプライアンスの

推進を図っている事例を紹介しているとのことであった。                                                                                                       

 一般監査以外では、適正業務管理官において、推進本部の所掌事務を補佐する

コンプライアンス推進室員が連携して、全ての事務所を巡回し、コンプライアン

ス推進責任者及び事務所コンプライアンス・チームメンバーと情報共有を図ると

ともに、意見交換を行っているとのことであった。なお、事務所においては、コ

ンプライアンス・ミーティングの実施に当たって、事務系職員と技術系職員との

意見、対応の違いがあることから、例えば、総務課と工務課が合同でミーティン

グを実施するなどにより、議論の活性化を図っているとのことであった。 

他方で、自らの仕事に誇りをもつことがコンプライアンスの意識向上に役立つ

との考えから、工事見学会などの対外的活動を行い、地域住民に事業を理解して

もらうことを推奨、さらに、地元市長から事務所事業が地域にとっていかに重要

であるかの講話を頂き、自らの仕事の重要性を認識するなど職員のモチベーショ

ンのアップに繋がる取組をしているとのことであった。 

・ 近畿地方整備局管内では、平成２６年度において、全事務所の事務所長、副所

長、総務課長等が、コンプライアンス研修用ＤＶＤ「あなたとあなたの大切な人

を守るコンプライアンス～入札談合等関与行為をなくすために～」（本省作成、

平成２６年３月完成）を、原則全員視聴し、意見交換を行ったとのことであった。

なお、事務所長等に異動があった場合には、改めて当該ＤＶＤを視聴するよう指

導しているとのことであった。 

また、近畿地方整備局が実施する研修では、原則全てのカリキュラムでコンプ

ライアンス講義を実施し、その中で当該ＤＶＤを視聴して、入札談合に関する知

識の向上を図るとともに、入札談合の影響についても意見交換しているとのこと

であった。 

・ 近畿地方整備局では、和歌山河川国道事務所における予算の不適正な事務処理
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事案を基に「コンプライアンストレーニング」を実施し、再発防止策等の既定の

ルールが実践されているかの診断及び職場運営のあり方についての啓発指導を

行い、再発防止策の取組等を風化させることのないように、組織の健康づくりに

向けた取組を引き続き実施しているとのことであった。 

・ 本局では、事務所等における平均落札率の傾向や談合情報等の有無などに着目

し、競争性を高めるため、入札参加者数を増やす工夫として参加要件の緩和など

行うよう指導しているとのことであった。具体的には、実績要件について、「企業

チャレンジ評価型」という仕組を導入し、府県・政令市の実績のみしか有してい

ない優良な企業にも国交省への入札参加を促しており、実際に今年度は企業チャ

レンジ評価型により新規参入業者が１件落札しているとのことであった。 

・ 本局では、発注者支援業務の委託先における情報管理については、『発注者支

援業務共通仕様書（案）』において、以下のとおり規定しているとのことであっ

た。 

①第１０１７条（守秘義務）において、業務に関して発注者から貸与された情報

その他知り得た情報を業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘

密とすること。 

②第１０１８条（情報セキュリティにかかる事項）において、発注者と同等以上

の情報セキュリティを確保しなければならないこと。 

③第１０３０条（行政情報流出防止対策の強化）において、業務の履行に関する

全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとらなければならないこと。 

また、積算補助業務と技術審査業務とを同一の会社等が受注した場合における

両業務の分離体制の確保の必要性についても、「発注者支援業務共通仕様書（案）」

第１０３０条において、行政情報流出防止対策を強化しているところ、現に問題

も発生していないため、特に所見はないとのことであった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準につい

ては、現時点では、見直しの必要性はないと考えているとのことであった。 

なお、入札談合に関する疑義事実の該当性判断に当たっては、平成２６年度以

降、事務所からの情報提供を受けた上で、まずは本局の公正入札調査委員会事務

局で判断するという運用をしているとのことであった。 

・ 職員の関与のおそれがある場合の事情聴取については、談合情報対応マニュア

ルに基づき、個別事案ごとに公正入札調査委員会の審議により、判断されるもの

と考えているとのことであった。 

 

（中国地方整備局） 

・ コンプライアンスの推進に関する取組状況は、次のとおりということであった。 

① コンプライアンス推進計画及び本部長指示を定め、その着実で確実な実施を
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基軸とした取組を事務所等に指導している。本局でコンプライアンス推進本部

会議を開催し、事務所長から取組状況について報告を受け、助言や指導を行っ

ている。また、身近なテーマを選定したコンプライアンス・ミーティングの実

施や事務所独自テーマによるミーティングの実施、及び全事務所を対象とした

適正業務管理官による出前講座を実施する等して意識の醸成に努めている。こ

のとき、過去の全事務所の独自テーマを水平展開して、その選定に当たって参

考とさせている。加えて、事務所における取組の一助となるよう、年度当初に

参考資料を送付したり、不祥事事案を定期的に発信する等している。 

② 職員研修の重点事項にコンプライアンスの徹底を定め、その講義においては、

階層に応じた身近なテーマ設定によるミーティングを取り入れて、職員ひとり

一人が考え、活発な意見交換を通して意識の向上を図っている。 

③ 年４回実施するコンプライアンス・ミーティングにおいては、全職員が参加

し、ひとり一人が考え、発言し、意見交換することを指導し、これを実践して

積み重ねていくことが、意識の向上に繋がっている。さらに、事務所において

コンプライアンス推進の中心的・実務的な役割を担う者（副所長、課長等）を

育成するための研修等を実施して、出前講座の未受講者に対するフォローアッ

プ等ができるよう指導している。 

 ④ 一般監査において、主任監査官が事務所長及び副所長に対し、個別にコンプ

ライアンス推進計画の取組状況、事業者との接触や対応状況、情報管理の徹底

等について個別にヒアリングを行い確認している。 

⑤ 各地区の実状に応じた外部講師（弁護士、マスコミ、公正取引委員会）を選

定してコンプライアンス講習会を開催している。また、年４回のうち２回は本

局が、残り２回は事務所が、それぞれ主体的にテーマを選定して、より身近な

事例を活用するなどしてコンプライアンス・ミーティングを完全に手作りで実

施している。テーマの選定は、ストーリーの不自然さや指導すべきポイントの

抜けがないように注意しているが、所属職員が自分自身の問題として考えられ

たことが奏功して参加率は高く、積極的な発言が見られ、アンケートでも高評

価を得ている。こうした取組は、コンプライアンス意識の醸成に寄与している

ものと考える。 

・ 本局においては、コンプライアンス研修用ＤＶＤ「あなたとあなたの大切な人

を守るコンプライアンス～入札談合等関与行為をなくすために～」を活用した研

修等については、平成２６年度は、全職員を対象とした出前講座において、同Ｄ

ＶＤを視聴させた上で、ＤＶＤのコピーを全事務所へ配布したとのことであった。 

平成２７年度は、新規採用職員を対象とした研修において、同ＤＶＤを視聴す

る講義を実施したとのことであった。 

・ 中国地方整備局管内において過去に発生した不祥事事案（例：会計事務の不適
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切処理）については、風化させぬよう、出前講座や各種研修において事例紹介等

を行い、繰り返し注意喚起して、意識の保持に努めているとのことであった。 

・ 本局では、事務所等における平均落札率の傾向や談合情報等の有無などに着目

した指導等について、昨年の下半期から、契約課において、事務所ごと、工事種

別ごとに落札率、入札参加者数、業者別受注実績、談合疑義事実の確認基準によ

る分析を行い相関性や特異性を確認しているが、現在まで特に関連性等は見受け

られないとのことであった。 

今後はこの結果を事務所に提供し、活用してもらうよう考えているとのことで

あった。 

・ 本局では、発注者支援業務の委託先における情報管理の徹底や、積算補助業務

と技術審査業務とを同一の会社等が受注した場合における両業務の分離体制の

確保については、積算補助業務及び技術審査業務ともに持ち帰り方式となってい

るが、守秘義務として「共通仕様書」に明記しているところであり、両業務の分

離体制は確保されているものと理解しているとのことであった。 

・ 公正入札調査委員会への付議を検討すべき疑義案件の選定に関する基準につ

いては、平成２２年１２月１日に定めており、その後、平成２６年３月２７日に

一部改正を行っているとのことであった。 

・ 職員の関与のおそれがある場合の事情聴取については、談合情報対応マニュア

ルに基づき、個別案件ごとに公正入札調査委員会の審議により判断されるものと

考えているとのことであった。 
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平成２５年３月１４日 
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第６章 再発防止対策 

 

国土交通省としては、今回の事案を、単に一整備局の一部の事務所の起こし

た不祥事、あるいは高知県の一部の建設業者が引き起こした問題として矮小化

することなく、全職員が自らの問題として捉えた上で、組織全体で、再発を確

実に防止するために効果的な措置を講ずる必要がある。 

このため、第４章に述べた事象の要因・背景を踏まえ、入札契約に関する業

務についての不正行為の防止を、職員個人の判断だけにゆだねるのでなく、地

方局トップを先頭に組織全体で不正行為の芽を小さいうちに摘み取り、防止す

る組織風土に変えていく措置が必要である。また、併せて、第５章で述べたと

おり、本件事案を踏まえた地方局全体の総点検とこれまでの談合事件等の不正

事案を契機として講じてきた再発防止対策の効果の検証を踏まえ、以下の再発

防止対策を講ずることとする。 

 

１ コンプライアンス推進の強化 

(1) 地方整備局ごとにコンプライアンス推進本部を設置 

       地方整備局長を本部長とするコンプライアンスに関する事項を審議・

推進する機関を設置し、コンプライアンス・内部統制を強化するための

年度推進計画の策定、推進状況の点検・分析及びその結果を取り組みに

反映させることによる継続的な改善を図るものとする。 

このため、コンプライアンス推進本部は、地方局幹部が行う日々の業

務管理の一環として、毎月１回以上開催し、これに参画させる事務所所

長が行うコンプライアンスの推進状況の報告を受け、再発防止対策等の

取組について検証・指導・改善を行うものとする。 

     また、コンプライアンス推進本部の活動を補佐し、コンプライアンス・

内部統制業務を推進するための体制の整備（コンプライアンス推進室、

各部署にコンプライアンス推進責任者を配置）を行う。 

 

 (2)  コンプライアンス・アドバイザリー委員会の設置 

     さらに、地方整備局ごとに外部有識者で構成する委員会を設置し、業務

運営についての意見を反映させて改善を図るものとする。 
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(3) 違法性の認識に関する研修徹底 

今回関与した副所長は、入札関連情報の漏洩について、守秘義務違反とし

て違法性の認識はあったものの、入札談合等関与行為防止法上の違法性の認

識が薄く、人事処分の重さ、刑事罰の対象となり得ること、共同不法行為と

しての損害賠償請求対象となること等の認識が希薄だったと言わざるを得

ない。また、研修等を受講していても「身近な話と思わなかった」などその

効果が浸透していなかった面がある。 

今後の研修の内容については、入札談合等関与行為が発覚しないことはあ

り得ないこと及び入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害

賠償請求、刑事処罰等がなされることを十分に認識させることが必要である。 

また、研修の手法についても、一方的な講義方式ではなく、今回の事例を

含む具体事例を基にしながら、自分の身近な問題として研修生同士が質問、

意見を出し合って理解を深めるグループ討議方式、ｅ－ラーニングによるポ

イント学習方式、理解度テストの活用等を積極的に採り入れる必要がある。 

さらに、各地方局の研修と国土交通大学校の研修を有機的に連携させるこ

とにより、研修対象定員を増やし、また、一人の職員が何年か毎に繰り返し

倫理研修を受けるような体制を作り、年月の経過とともに違法性の認識が希

薄にならないようにする必要がある。 

 

(4) 意識改革に向けた取組 

今回関与した副所長は、前任者の情報漏洩を指摘できないばかりか、自ら

も同様の情報漏洩を引き受け、違法行為をかばい合うという結果に陥ってい
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たと指摘せざるをえない。このことを踏まえ、副所長の「業界対応窓口」と

しての役割の見直し（発注者綱紀保持規程においては、所長が責任者であり、

所長ほか組織としての対応の一環であるべき）、業者との接触ルールの明確

化・徹底、部門別の人事配置について専門性を踏まえつつできるだけ柔軟に

するとともに、所長及び副所長その他相談を受ける本局の幹部職員を対象に

した研修、地方局幹部による事務所等の現場職員との率直なコミュニケーシ

ョンの機会の増加等を通じて、今回の事案の発生の背景・原因を踏まえた抜

本的な意識改革を行うことが必要である。また、副所長室の可視化、大部屋

化等を行うとともに、業者との対応は、執務室の外に、オープンな接客室を

設けて、外からも容易に見えるようにするなど「目に見える形」で職場環境

の改善を実施するものとする。 

 

 (5) 不当な働きかけに対する報告の徹底 

入札契約に関する業務についての不正行為の防止を、職員個人の判断だけ

にゆだねるのでなく、地方局トップを先頭に組織全体で不正行為の芽を小さ

いうちに摘み取り、防止する組織風土に変えていくことが必要不可欠である。 

このため、入札契約に関する業務について事業者等から不当な働きかけを

受けた場合には、毅然と対応するとともに、その内容の記録、直属の上司及

び組織管理の責任者である局長への報告を義務づけるものとする。 

また、職員が組織内の不正行為に気付いた場合においても、同様に、直属

の上司及び局長への報告を義務づけるものとする。 

このことを徹底させるため、地方局の局長自らが管下の全職員に呼びかけ

るものとする。 

 

(6) 地方整備局幹部への任用前における適格性の厳正な評価 

今回の事案に関与した副所長は、入札談合等関与行為に関与するほか、国

家公務員倫理規程に違反する疑いのある事案に関与していたことを踏まえ、

今後、地方整備局幹部については、人事評価の活用等により、任用前にその

適格性をこれまで以上に厳正に評価する。 

     

 

２ 入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底 

 

(1) 予定価格作成時期の後倒し等不正が発生しにくい制度への見直し 

予定価格の作成を入札書の提出後に行うこととするとともに、入札書と

技術提案書を同時に提出させることとする。 
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また、積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保することにより、

両者の情報を知る機会や知る者の数を限定し、情報漏洩の防止を図るもの

とする。 

  技術提案書における業者名のマスキングについては、これまでも実施さ

れてきたところであるが、今回の入札書と技術提案の同時提出、情報管理

の徹底等不正が発生しにくい制度への見直しに取り組む中で、企業名のマ

スキングの必要性について過度な事務負担となっていないか検証していく

必要がある。 

 

 （現行手続きの例）             （見直し後） 

 
 

(2) 総合評価落札方式における評価の厳正な運用 

    談合業者に係る総合評価落札方式における評価については、談合により

受注した工事に係る施工実績、工事成績及び優良表彰は、加点の対象とし

ないものとする。 

なお、他の発注機関が発注した工事に係る談合についても同様の扱いと

し、公正取引委員会等に情報提供の協力を求めつつ、厳正な運用に努める

ものとする。 

 

(3)情報管理の徹底 

予定価格、調査基準価格、総合評価の評価点数、入札参加予定者名など
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の機密情報に関する管理方法及び管理責任者について明確化・ルール化を

行うものとする。 

   また、機密情報が含まれる文書の保管に当たっては、電子データとして

保管する場合にはアクセス制限、パスワード管理等技術的セキュリティの

強化を図るなど情報管理の徹底を図るものとする。 

 

 

 ３ ペナルティの強化 

(1) 談合業者のうち首謀者に対する違約金の引き上げ 

談合業者のうち首謀者に対する違約金については、現行では、ＷＴＯ対

象工事で、かつ、刑が確定した判決において首謀者であることが明らかと

されている者について、請負代金額の 10％を 15％に引き上げているところ

であるが、今回の事案にかんがみ、当該違約金引き上げの対象者をＷＴＯ

対象工事であるか否かを問わないこととし、確定した排除措置命令等にお

いて首謀者であるとされた業者に拡大するものとする。 

 

(2) 誓約書の提出者に対する措置の強化 

談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、談合を行

っていたことが明らかになった場合には、その経緯について書面による説

明を求めるとともに、指名停止措置の実施に併せてその旨を公表するもの

とする。 

 
 
４ 再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証 

(1) コンプライアンス推進本部によるモニタリング等 

地方整備局長をトップとするコンプライアンス推進本部によるモニタリ

ングを実施するとともに、コンプライアンスに関する取り組みについてホ

ームページで公表し、透明性の確保を図るものとする。 

また、コンプライアンス推進本部は、年度推進計画の実施状況について

本省に報告するものとし、本省は、このうち再発防止対策の実施状況及び

(3)の本省特別監察の実施状況について公正入札調査会議に報告するもの

とする。 

 

 (2) 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開の強化 

     入札談合の発見の端緒又はその抑止効果の一端を担う観点から、事務所

ごとに年間を通じた応札状況の傾向等についてホームページで公表するな
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ど透明化・情報公開を強化するものとする。 

   ・事務所ごとの一般土木工事又は港湾土木工事の落札率（月平均・年平

均）の公表 

   ・事務所ごとの一般土木工事又は港湾土木工事の業者別年間受注額・受

注割合の公表 

 

(3) 抜き打ち本省特別監察の実施 

    今回、入札談合等関与行為が行われた事務所における入札情報の管理実

態を見ると、これまでに本省が通知してきた再発防止対策についても十分

に守られていなかったことが明らかとなっている。このような実態を踏ま

え、談合情報対応マニュアル等に沿って提供された情報や事務所ごとの落

札率、応札状況等の分析により、毎年度、一定の事務所を抽出して、再発

防止対策の実効性の検証を行う観点から、本省主導による抜き打ちの特別

監察を実施するものとする。 

 

(4) 談合疑義案件に対する厳正な対応 

   本省は、地方整備局等の発注案件に関し、今回の事案のように悪質な談

合等不正行為が行われている疑いがあり、かつ、社会的な影響が大きいと

考えられるものについて、公正入札調査会議に報告するものとする。公正

入札調査会議は、当該報告について調査審議の結果、重大な疑義があると

認めるときは、地方整備局長等に対し、以下の措置を一定期間講ずるよう

求めるものとする。 

・事業者に対し、談合・不正のないことを誓約する旨の書面の提出を求め

ること 

・応札可能な事業者の範囲の拡大その他実質的な競争性を高め、談合等を

行いにくい競争環境を整備するために当該地方整備局等において適当

と認める対策を実施すること 

 

 

５ 再就職の自粛要請 

 今回の談合事件で国土交通省直轄の土木工事発注に関与した企業や今後

同様な事件が生じた場合にそれに関与した企業については、当該企業におい

てコンプライアンスが確立したと認められるまでの間、退職後の年数を問わ

ず、退職者及び当該企業の理解を得て、国土交通省退職者の就職について自

粛を要請する。 
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６ 再発防止対策の周知 

   今回講ずる再発防止対策の実効性を高めるため、地域の建設業者を含む関

係方面に対して、対策の趣旨、内容等について周知し、理解を求めるものと

する。 

 

７ その他 

    談合をはじめとする違法行為等を根絶することと併せて、発注者として、

良質な社会資本の整備及び維持管理を行うために、建設企業の適正な価格で

の工事受注及び公共工事の品質のさらなる確保・向上を図る観点から、適正

な競争環境を確保するなどの入札契約制度の見直しを含む建設生産システ

ム全体の抜本的な見直しを進めていく。 

   また、地域の建設産業に関しては、厳しい経営環境の中で将来的にも地域

を支え得る足腰の強い産業として構築していくことが重要な課題であり、公

共工事の入札制度における適正な競争環境の整備や、将来にわたり地域の維

持をはじめとした業務を行う施工技術のある建設業者とその担い手の確

保・育成支援について、引き続き取組を進める。 
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